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 議案第 １ 号 

   令和７年度富山市一般会計予算 

 令和７年度富山市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９５，５７２，

９２３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表   

 歳入歳出予算」による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の 

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」 

による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することがで 

きる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ 

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法 

は、「第４表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の 

借入れの最高額は、１２，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算 

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと 

定める。 

(1)  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過 

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の 

流用 
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  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 市税 79,678,102 

 1 市民税 34,970,102 

 2 固定資産税 32,416,000 

 3 軽自動車税 1,433,000 

 4 市たばこ税 2,732,000 

 5 入湯税 44,000 

 6 事業所税 3,813,000 

 7 都市計画税 4,270,000 

 2 地方譲与税 1,457,000 

 1 地方揮発油譲与税 322,000 

 2 自動車重量譲与税 1,000,000 

 3 森林環境譲与税 115,500 

 4 特別とん譲与税 2,500 

 5 航空機燃料譲与税 17,000 

 3 利子割交付金 49,000 

 1 利子割交付金 49,000 

 4 配当割交付金 410,000 

 1 配当割交付金 410,000 

 5 株式等譲渡所得割交付金 742,000 

 1 株式等譲渡所得割交付金 742,000 

 6 法人事業税交付金 1,270,000 

 1 法人事業税交付金 1,270,000 

 7 地方消費税交付金 11,180,000 

 1 地方消費税交付金 11,180,000 

 8 ゴルフ場利用税交付金 54,000 

 1 ゴルフ場利用税交付金 54,000 

 9 自動車税環境性能割交付金 193,000 

 1 自動車税環境性能割交付金 193,000 

10 地方特例交付金 446,000 

 1 地方特例交付金 420,000 

2
新型コロナウイルス感染症対策地方税
減収補填特別交付金

26,000 

11 地方交付税 20,800,000 

 1 地方交付税 20,800,000 

金　　額
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（単位　千円）

款 項

12 交通安全対策特別交付金 55,000 

 1 交通安全対策特別交付金 55,000 

13 分担金及び負担金 107,412 

 1 分担金 42,818 

 2 負担金 64,594 

14 使用料及び手数料 2,413,171 

 1 使用料 2,072,589 

 2 手数料 340,582 

15 国庫支出金 31,664,427 

 1 国庫負担金 24,629,917 

 2 国庫補助金 6,942,605 

 3 委託金 91,905 

16 県支出金 15,470,488 

 1 県負担金 8,459,158 

 2 県補助金 5,903,550 

 3 委託金 1,107,780 

17 財産収入 611,667 

 1 財産運用収入 549,696 

 2 財産売払収入 61,971 

18 寄附金 290,081 

 1 寄附金 290,081 

19 繰入金 3,474,580 

 1 特別会計繰入金 320,528 

 2 基金繰入金 3,154,052 

20 諸収入 4,435,395 

 1 延滞金、加算金及び過料 100,001 

 2 市預金利子 910 

 3 貸付金元利収入 1,278,899 

 4 受託事業収入 68,381 

 5 収益事業収入 170,000 

 6 雑入 2,817,204 

21 市債 20,771,600 

 1 市債 20,771,600 

195,572,923 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 議会費 754,726 

 1 議会費 754,726 

 2 総務費 23,357,686 

 1 総務管理費 10,725,661 

 2 企画費 8,593,869 

 3 徴税費 1,981,099 

 4 戸籍住民基本台帳費 848,708 

 5 選挙費 486,177 

 6 防災費 387,815 

 7 統計調査費 246,651 

 8 監査委員費 87,706 

 3 民生費 73,154,225 

 1 社会福祉費 32,808,989 

 2 児童福祉費 34,276,009 

 3 生活保護費 5,477,225 

 4 市民生活費 455,871 

 5 青少年女性費 94,059 

 6 災害救助費 42,072 

 4 衛生費 11,661,698 

 1 保健衛生費 6,434,704 

 2 環境衛生費 5,226,994 

 5 労働費 703,699 

 1 労働諸費 703,699 

 6 農林水産業費 5,201,284 

 1 農業費 1,725,294 

 2 農地費 2,338,063 

 3 林業費 819,851 

 4 水産業費 318,076 

 7 商工費 4,378,461 

 1 商工費 4,378,461 

 8 土木費 22,533,322 

 1 土木管理費 682,411 

 2 道路橋りょう費 6,580,756 

 3 河川水路費 866,610 

金　　額
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（単位　千円）

款 項

 4 港湾費 2,464 

 5 都市計画費 13,650,419 

 6 住宅費 750,662 

 9 消防費 5,843,100 

 1 消防費 5,843,100 

10 教育費 23,489,675 

 1 教育総務費 2,715,280 

 2 小学校費 10,300,916 

 3 中学校費 6,667,628 

 4 幼稚園費 170,956 

 5 社会教育費 3,634,895 

11 災害復旧費 2,591,808 

 1 農林水産施設災害復旧費 2,258,308 

 2 公共土木施設災害復旧費 333,500 

12 公債費 21,803,239 

 1 公債費 21,803,239 

13 予備費 100,000 

 1 予備費 100,000 

195,572,923 

金　　額

歳 出 合 計
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第 ２ 表  継 続 費 

 

 

 

 

款 項 事 業 名 総  額 年 度 年 割 額 

2 総務費 2 企画費 

文 化 施 設 

整 備 事 業 費 

（芸術文化ホール（大ホール）
特定天井改修及び大規模改修）

８，７８０，０００

令和７年度 ２，１９５，０００

令和８年度 ５，７０７，０００

令和９年度 ８７８，０００

3 民生費 
2 児童福 

祉費 

保 育 所 建 設 

事 業 費 

（長岡保育所） 

８０３，０００

令和７年度 ２，８００

令和８年度 ８００，２００

4 衛生費 
2 環境衛 

生費 

斎 場 管 理 費 

（婦負斎場解体） 
１７２，０００

令和７年度 １７，２００

令和８年度 １５４，８００

９消防費 1 消防費 

消 防 車 両 等 

整 備 事 業 費 

（ 消 防 艇 ） 

６６５，７００

令和７年度 ２９６，８５０

令和８年度 ３６８，８５０

消 防 施 設 

整 備 事 業 費 

（富山消防署北部出張所） 

７９５，１００

令和７年度 ３１８，０４０

令和８年度 ４７７，０６０

10 教育費 
5 社会教

育費 

公 民 館 建 設 

事 業 費 

(山室中部公民館) 

４４６，７００

令和７年度 ２６８，０２０

令和８年度 １７８，６８０

（単位 千円） 
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第 ３ 表  債 務 負 担 行 為 

 

（単位 千円） 

 

事       項 

 

 

期    間 

 

限  度  額 

総合計画策定支援業務委託費 令和８年度 ２０，０００ 

ガラス美術館展覧会開催事業費 自令和７年度至令和８年度 ３０，０００ 

ガラス美術館広報活動事業費 自令和７年度至令和８年度 ５，０００ 

納税通知書等運搬業務委託費 自令和７年度至令和８年度 ６００ 

子育て支援センター運営業務委託費

（１０か所） 
自令和８年度至令和12年度 ４４６，９５０ 

塵芥収集車購入費 自令和７年度至令和８年度 ３２，７１１ 

婦負斎場改築工事実施設計業務委託費 自令和７年度至令和８年度 ３２，１７５ 

婦負斎場火葬炉設計・設置業務委託費 自令和８年度至令和９年度 １８８，１００ 

一般財団法人富山勤労総合福祉セン

ターの勤労総合福祉施設整備費元利償

還金補助金 

自令和８年度至令和10年度 
１３，００６ 

及び利子相当額 

農業振興地域整備計画図スマート化業

務委託費 
令和８年度 ８，０００ 

スクールバス運行等事業費（音川地区

分） 
自令和８年度至令和12年度 １８４，６４０ 

スクールバス運行等事業費（細入地区

分） 
自令和７年度至令和12年度 ５９，２００ 

熊野小学校長寿命化対策事業（その

２）設計業務委託費 
自令和７年度至令和８年度 １１，３００ 

児童生徒用端末借上料 自令和７年度至令和12年度 ７３７，２８７ 
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（単位 千円） 

 

事       項 

 

 

期    間 

 

限  度  額 

東部中学校仮設校舎借上料 自令和７年度至令和13年度 ５７０，０００ 

富山市土地開発公社による公共用地等

先行取得事業費 
自令和７年度至令和17年度 

１，２００，０００ 

及び利子相当額 

富山市土地開発公社事業資金債務保証 自令和７年度至令和17年度 
１，２００，０００ 

及び利子相当額 
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第　４　表　　地　方　債

（単位　千円）

総 務 管 理 費 1,607,100

企 画 費 1,985,200

防 災 費 42,000

社 会 福 祉 費 276,200

児 童 福 祉 費 347,500

保 健 衛 生 費 395,400

環 境 衛 生 費 211,000

労 働 費 10,000

農 業 費 4,100

農 地 費 391,100

林 業 費 176,400

水 産 業 費 87,000

商 工 費 50,800

道 路 橋 り ょ う 費 1,646,600

河 川 水 路 費 543,400

都 市 計 画 費 2,236,500

住 宅 費 110,200

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　　　　　％
　　　　　5.0
　　　　　　 以内
（ただし、利率見直し方
式で借入れる資金につい
て、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見
直し後の利率）

借入れ先の融通条件によ
る。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償
還期限を短縮し、もしく
は繰上償還又は借換えす
ることができる。

起　債　の　目　的 利　　　率 償　還　の　方　法
起債の
方　法

限　度　額

- 10 -



（単位　千円）

起　債　の　目　的 利　　　率 償　還　の　方　法
起債の
方　法

限　度　額

消 防 費 1,096,600

教 育 総 務 費 191,500

小 学 校 費 4,476,700

中 学 校 費 3,335,100

社 会 教 育 費 828,300

農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費

524,400

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

198,500

- 11 -





  
  
  
  
  
  
  
  

公公 債債 管管 理理 特特 別別 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



議案第 ２ 号 

   令和７年度富山市公債管理特別会計予算 

 令和７年度富山市の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところ 

による。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，７２９，１

２１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の 

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債 

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 繰入金 21,797,321 

 1 一般会計繰入金 21,797,321 

 2 市債 2,931,800 

 1 市債 2,931,800 

24,729,121 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 公債費 24,729,121 

 1 公債費 24,729,121 

24,729,121 

金　　額

歳 出 合 計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

借 換 費 2,931,800
普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。



  
  
  
  
  
  
  
  

駐駐 車車 場場 事事 業業 特特 別別 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 





議案第 ３ 号 

   令和７年度富山市駐車場事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるとこ 

ろによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０８，８４５千 

 円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 305,665 

 1 使用料 305,665 

 2 財産収入 3,180 

 1 財産運用収入 3,180 

308,845 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 駐車場費 308,845 

 1 駐車場管理費 308,845 

308,845 

金　　額

歳 出 合 計
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母母子子父父子子寡寡婦婦福福祉祉資資金金貸貸付付事事業業特特別別会会計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 ４ 号 

   令和７年度富山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算 

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１００，１５２千 

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の 

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債 

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久        
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 繰入金 34,263 

 1 一般会計繰入金 34,263 

 2 繰越金 12,109 

 1 繰越金 12,109 

 3 諸収入 25,210 

 1 貸付金元利収入 25,209 

 2 雑入 1 

 4 市債 28,570 

 1 市債 28,570 

100,152 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 100,152 

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 100,152 

100,152 

金　　額

歳 出 合 計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

母子父子寡婦福祉
資 金 貸 付 事 業 費

28,570 普通貸借 　無利子
母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条
第2項、同法施行令第42条の規定によ
る。



  
  
  
  
  
  
  
  

後後期期高高齢齢者者医医療療事事業業特特別別会会計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 ５ 号 

   令和７年度富山市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定 

めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，１５８，５

３９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 5,675,724 

 1 後期高齢者医療保険料 5,675,724 

2 県支出金 6,820 

 1 県補助金 6,820 

3 繰入金 7,447,345 

 1 一般会計繰入金 7,447,345 

4 諸収入 28,650 

 1 受託事業収入 8,495 

 2 償還金及び還付加算金 18,100 

 3 雑入 55 

 4 延滞金及び過料 2,000 

13,158,539 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 総務費 168,799 

 1 総務管理費 146,256 

 2 徴収費 22,543 

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 12,970,640 

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 12,970,640 

 3 諸支出金 18,100 

 1 償還金及び還付加算金 18,100 

 4 予備費 1,000 

 1 予備費 1,000 

13,158,539 

金　　額

歳 出 合 計
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ままちちななかか診診療療所所事事業業特特別別会会計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 ６ 号 

   令和７年度富山市まちなか診療所事業特別会計予算 

 令和７年度富山市のまちなか診療所事業特別会計の予算は、次に定 

めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２３，３３３千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 診療収入 89,422 

 1 外来収入 89,422 

 2 介護収入 3,922 

 1 在宅介護収入 3,922 

 3 使用料及び手数料 420 

 1 手数料 420 

 4 繰入金 29,551 

 1 一般会計繰入金 29,551 

 5 諸収入 18 

 1 雑入 18 

123,333 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 総務費 108,891 

 1 施設管理費 108,891 

 2 医業費 14,442 

 1 医業費 14,442 

123,333 

金　　額

歳 出 合 計

- 31 -
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介介 護護 保保 険険 事事 業業 特特 別別 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 ７ 号 

   令和７年度富山市介護保険事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めると 

ころによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４５，４９１，１

３１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項た 

だし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが 

できる場合は、次のとおりと定める。 

(1)  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお 

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 保険料 9,639,827 

 1 介護保険料 9,639,827 

 2 使用料及び手数料 2,800 

 1 総務手数料 2,800 

 3 国庫支出金 10,354,613 

 1 国庫負担金 7,881,980 

 2 国庫補助金 2,472,633 

 4 支払基金交付金 11,992,267 

 1 支払基金交付金 11,992,267 

 5 県支出金 6,292,667 

 1 県負担金 6,116,589 

 2 県補助金 176,078 

 6 財産収入 39,647 

 1 財産運用収入 39,647 

 7 繰入金 7,151,086 

 1 一般会計繰入金 6,762,194 

 2 基金繰入金 388,892 

 8 諸収入 18,224 

 1 延滞金、加算金及び過料 2 

 2 第三者納付金 15,000 

 3 返納金 1 

 4 雑入 3,221 

45,491,131 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 総務費 817,131 

 1 総務管理費 366,164 

 2 徴収費 46,232 

 3 介護認定審査会費 404,302 

 4 趣旨普及費 433 

 2 保険給付費 43,087,520 

 1 介護サービス等諸費 40,239,427 

 2 介護予防サービス等諸費 939,896 

 3 その他諸費 49,105 

 4 高額介護サービス等費 1,092,674 

 5 高額医療合算介護サービス費 141,291 

 6 特定入所者介護サービス等費 625,127 

 3 地域支援事業費 1,364,164 

 1 介護予防・生活支援サービス事業費 1,213,950 

 2 一般介護予防事業費 62,280 

 3 包括的支援事業・任意事業費 87,934 

 4 基金積立金 39,651 

 1 基金積立金 39,651 

 5 諸支出金 182,665 

 1 償還金及び還付加算金 20,150 

 2 繰出金 162,515 

45,491,131 

金　　額

歳 出 合 計
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国国 民民 健健 康康 保保 険険 事事 業業 特特 別別 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
 

  
  
  
  
  
  
  



議案第 ８ 号 

   令和７年度富山市国民健康保険事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定め 

るところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１，４８５，７

５９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２ 

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１ , ０００，００ 

０千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算 

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと 

定める。 

(1)  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお 

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 国民健康保険料 5,448,149 

 1 国民健康保険料 5,448,149 

 2 国庫支出金 2 

 1 国庫補助金 2 

 3 県支出金 23,252,063 

 1 県負担金・補助金 23,252,063 

 4 財産収入 33,688 

 1 財産運用収入 33,688 

 5 繰入金 2,726,563 

 1 一般会計繰入金 2,045,771 

 2 基金繰入金 680,792 

 6 繰越金 1 

 1 繰越金 1 

 7 諸収入 25,293 

 1 延滞金、加算金及び過料 3,003 

 2 雑入 22,290 

31,485,759 

金　　額

歳 入 合 計

- 38 -



歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 総務費 438,265 

 1 総務管理費 362,477 

 2 運営協議会費 280 

 3 趣旨普及費 3,078 

 4 特別対策事業費 72,430 

 2 保険給付費 22,740,940 

 1 療養諸費 19,255,816 

 2 高額療養費 3,405,436 

 3 移送費 300 

 4 出産育児諸費 65,028 

 5 葬祭諸費 14,160 

 6 傷病手当金 200 

 3 国民健康保険事業費納付金 7,949,534 

 1 医療給付費分 5,407,192 

 2 後期高齢者支援金等分 1,878,621 

 3 介護納付金分 663,721 

 4 保健事業費 280,221 

 1 特定健康診査等事業費 202,245 

 2 保健事業費 77,976 

 5 基金積立金 33,688 

 1 基金積立金 33,688 

 6 公債費 1,500 

 1 公債費 1,500 

 7 諸支出金 40,611 

 1 償還金及び還付加算金 40,611 

 8 予備費 1,000 

 1 予備費 1,000 

31,485,759 

金　　額

歳 出 合 計
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企企 業業 団団 地地 造造 成成 事事 業業 特特 別別 会会 計計  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 ９ 号 

   令和７年度富山市企業団地造成事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の企業団地造成事業特別会計の予算は、次に定め 

るところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５２，８０７千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 財産収入 60,166 

 1 財産運用収入 60,166 

 2 繰入金 92,641 

 1 一般会計繰入金 92,641 

152,807 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 企業団地造成事業費 60,316 

 1 企業団地造成事業費 60,316 

 2 公債費 92,491 

 1 公債費 92,491 

152,807 

金　　額

歳 出 合 計
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牛牛岳岳温温泉泉健健康康セセンンタターー事事業業特特別別会会計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ ０ 号 

   令和７年度富山市牛岳温泉健康センター事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の牛岳温泉健康センター事業特別会計の予算は、 

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５８，４５９千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 32 

 1 使用料 32 

 2 繰入金 58,427 

 1 一般会計繰入金 58,427 

58,459 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 牛岳温泉事業費 58,459 

 1 牛岳温泉事業費 58,459 

58,459 

金　　額

歳 出 合 計
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牛牛岳岳温温泉泉ススキキーー場場事事業業特特別別会会計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ １ 号 

   令和７年度富山市牛岳温泉スキー場事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の牛岳温泉スキー場事業特別会計の予算は、次に 

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９１，５２７千 

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の 

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債 

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の 

借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 事業収入 100,608 

 1 事業収入 100,608 

 2 財産収入 337 

 1 財産運用収入 337 

 3 繰入金 65,341 

 1 一般会計繰入金 65,341 

 4 繰越金 1 

 1 繰越金 1 

 5 諸収入 240 

 1 雑入 240 

 6 市債 25,000 

 1 市債 25,000 

191,527 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 スキー場事業費 159,756 

 1 スキー場事業費 159,756 

 2 公債費 31,771 

 1 公債費 31,771 

191,527 

金　　額

歳 出 合 計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

ス キ ー 場 事 業 費 25,000
普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。



  
  
  
  
  
  
  
  

競競 輪輪 事事 業業 特特 別別 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ ２ 号 

   令和７年度富山市競輪事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところ 

による。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９，５９４，２

７６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２ 

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６，０００，００ 

０千円と定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 競輪事業収入 29,505,914 

 1 競輪事業収入 29,505,914 

 2 財産収入 37,288 

 1 財産運用収入 37,288 

3 繰越金 1,000 

 1 繰越金 1,000 

4 諸収入 50,074 

 1 雑入 50,074 

29,594,276 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 競輪費 29,594,276 

 1 競輪費 29,594,276 

29,594,276 

金　　額

歳 出 合 計
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公公設設地地方方卸卸売売市市場場事事業業特特別別会会計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ ３ 号 

   令和７年度富山市公設地方卸売市場事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の公設地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に 

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９８７，９１４千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の 

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債 

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の 

借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 162,747 

 1 使用料 162,747 

 2 財産収入 103,915 

 1 財産運用収入 103,915 

 3 繰入金 497,460 

 1 一般会計繰入金 497,460 

 4 諸収入 67,492 

 1 雑入 67,492 

 5 市債 156,300 

 1 市債 156,300 

987,914 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 公設地方卸売市場費 904,440 

 1 総務管理費 227,700 

 2 建設事業費 676,740 

 2 公債費 83,474 

 1 公債費 83,474 

987,914 

金　　額

歳 出 合 計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

公 設 地 方 卸 売
市 場 事 業 費

156,300
普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。
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軌軌 道道 整整 備備 事事 業業 特特 別別 会会 計計  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ ４ 号 

   令和７年度富山市軌道整備事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の軌道整備事業特別会計の予算は、次に定めると 

ころによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６，６２５千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 23,315 

 1 使用料 23,315 

 2 財産収入 10 

 1 財産運用収入 10 

 3 寄附金 100 

 1 寄附金 100 

 4 諸収入 43 

 1 雑入 43 

 5 繰越金 3,157 

 1 繰越金 3,157 

26,625 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 軌道整備事業費 26,625 

 1 軌道整備事業費 26,625 

26,625 

金　　額

歳 出 合 計
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賃賃貸貸住住宅宅・・店店舗舗事事業業特特別別会会計計  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ ５ 号 

   令和７年度富山市賃貸住宅・店舗事業特別会計予算 

 令和７年度富山市の賃貸住宅・店舗事業特別会計の予算は、次に定 

めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８７，３２６千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 79,025 

 1 使用料 79,025 

2 財産収入 146 

 1 財産運用収入 146 

3 諸収入 8,155 

 1 雑入 8,155 

87,326 

金　　額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 賃貸住宅・店舗事業費 44,657 

 1 総務費 44,657 

 2 公債費 42,669 

 1 公債費 42,669 

87,326 

金　　額

歳 出 合 計
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水水 道道 事事 業業 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ ６ 号 

令和７年度富山市水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和７年度富山市水道事業会計の予算は、次に定めるところ 

による。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

（１）給 水 栓 数            １９７，８２３栓 

（２）年 間 総 給 水 量         ４２，３０７，０００ｍ
３
 

（３）１ 日 平 均 給 水 量            １１５，９１０ｍ
３ 

（４）主要な建設改良事業 

   配 水 施 設 費      ４，１３６，１９４千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  水 道 事 業 収 益     ７，６３９，０５６千円 

第１項  営 業 収 益    ６，５８９，４９９千円 

第２項  営 業 外 収 益    １，０４３，５２１千円 

第３項  特 別 利 益        ６，０３６千円 

支          出 

第１款  水 道 事 業 費     ７，２６３，８４６千円 

第１項  営 業 費 用    ６，５６９，７７８千円 

  第２項  営 業 外 費 用      ６８２，３５５千円 

  第３項  特 別 損 失       １１，２１３千円 

  第４項  予 備 費          ５００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 

的収入額が資本的支出額に対し不足する額３，５１１，６１１千円 

は、過年度分損益勘定留保資金１，１４４，９７２千円、当年度分 

損益勘定留保資金２，００６，９４０千円及び当年度分消費税及び 
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地方消費税資本的収支調整額３５９，６９９千円で補填するものと 

する。）。 

収          入 

  第１款  資 本 的 収 入     ３，４４８，０５２千円 

   第１項  企 業 債   ２，９８４，９００千円 

   第２項  他 会 計 出 資 金      ６９，０４５千円 

   第３項  他 会 計 負 担 金      １６，１４０千円 

   第４項  固 定 資 産 売 却 代 金         ８８２千円 

   第５項  国 庫 補 助 金     ２８８，８８３千円 

   第６項  工 事 負 担 金      ８８，２０２千円 

支          出 

第１款  資 本 的 支 出     ６，９５９，６６３千円  

 第１項  建 設 改 良 費   ４，５８７，３８７千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金   ２，３７２，２７６千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款  項  事  業  名 総  額 年  度 年  割  額 

1

資

本  

的

支

出  

1

建

設  

改

良

費  

施 設 更 新 

事 業 
513,000千円 

令和７年度 267,900千円

令和８年度 245,100千円

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

次のとおりと定める。 

事     項      期   間   限  度  額 

上下水道料金システム

構築事業費 

自令和７年度 

  至令和９年度 
    376,000千円

（企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

 次のとおりと定める。 
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起 債の目的 限  度  額 
起 債 の

方  法 
利   率 償 還 の 方 法

 

 

 

 

水道事業 建

設改良事 業

費 

 

 

 

 
2,984,900千円  

 

 

普 通 貸

借 又 は

証 券 発

行 

 

5.0 ％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について ､

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率） 

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。 

（一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、２，４００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

（１）第１款水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用、 

第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間 

の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外 

の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流 

用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ８１６，７６４千円 

（２）交 際 費                １００千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、４４，４９７千円と定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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工工 業業 用用 水水 道道 事事 業業 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ ７ 号 

令和７年度富山市工業用水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和７年度富山市工業用水道事業会計の予算は、次に定める 

ところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 事 業 所 数               １９事業所 

（２）年 間 総 給 水 量         ３１，９３７，５００ｍ
３
 

（３）１ 日 平 均 給 水 量             ８７，５００ｍ
３
 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  工業用水道事業収益       ４８３，９０７千円 

第１項  営 業 収 益      ４５６，７０６千円 

  第２項  営 業 外 収 益       ２７，２０１千円 

支          出 

第１款  工 業 用 水 道 事 業 費       ３４２，９１４千円 

 第１項  営 業 費 用      ３１１，１３７千円 

 第２項  営 業 外 費 用       ３０，５９５千円 

 第３項  特 別 損 失        １，０８２千円 

 第４項  予 備 費          １００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 

的収入額が資本的支出額に対し不足する額１０１，４４１千円は、 

過年度分損益勘定留保資金９５，７４５千円及び当年度分消費税及 

び地方消費税資本的収支調整額５，６９６千円で補填するものとす 

る。）。 

          収          入 

 第１款  資 本 的 収 入             ８１千円 
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  第１項  固 定 資 産 売 却 代 金          ８１千円 

        支          出 

第１款  資 本 的 支 出        １０１，５２２千円 

第１項  建 設 改 良 費      ６２，７４８千円 

第２項  企 業 債 償 還 金      ３８，７７４千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、４０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

（１）第１款工業用水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業 

 外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合にお 

ける項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の 

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 

する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             ３３，２５７千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、１１０千円と定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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公公 共共 下下 水水 道道 事事 業業 会会 計計  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 １ ８ 号 

令和７年度富山市公共下水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和７年度富山市公共下水道事業会計の予算は、次に定める 

ところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）水 洗 化 戸 数            １２８，４７９戸 

（２）年 間 総 処 理 水 量         ５６，２６６，５３０ｍ
３
 

（３）１日平均処理水量            １５４，１５５ｍ
３
 

（４）主要な建設改良事業 

公 共 下 水 道 築 造 費  ３，４９０，０２０千円 

流 域 関 連 公 共 下 水 道 築 造 費    ５３９，０００千円 

特定環境保全公共下水道築造費    １４６，２００千円 

流域関連特定環境保全公共下水道築造費     １７８，０００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  下 水 道 事 業 収 益    １５，２２８，８６２千円 

第１項  営 業 収 益   １１，２７４，５６８千円 

第２項  営 業 外 収 益    ３，９５４，２９４千円 

支          出 

第１款  下 水 道 事 業 費    １４，４４４，２６９千円 

第１項  営 業 費 用   １３，０７２，４５９千円 

第２項  営 業 外 費 用    １，３５４，７２６千円 

  第３項  特 別 損 失       １６，０８４千円 

  第４項  予 備 費        １，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 

的収入額が資本的支出額に対し不足する額６，２５５，２７９千円 
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は、過年度分損益勘定留保資金１，９０７，９０６千円、当年度分 

損益勘定留保資金４，０８３，９９３千円及び当年度分消費税及び 

地方消費税資本的収支調整額２６３，３８０千円で補填するものと 

する。）。 

収          入 

第１款  資 本 的 収 入      ６，３６１，５４８千円 

第１項  企 業 債    ２，８１８，８５８千円 

第２項  国 庫 補 助 金    １，６４０，１４０千円 

第３項  他 会 計 出 資 金    １，７１４，２２７千円 

第４項  負 担 金 及 び 分 担 金      １８４，３８７千円 

第５項  貸 付 金 返 還 金        ３，８６１千円 

第６項  固 定 資 産 売 却 代 金           ７５千円 

        支          出  

第１款  資 本 的 支 出     １２，６１６，８２７千円 

第１項  建 設 改 良 費    ５，０３６，７００千円 

 第２項  企 業 債 償 還 金    ７，５７３，１２７千円 

 第３項  投  資        ７，０００千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款  項  事  業  名 総  額 年  度 年  割  額 

1

資

本  

的

支

出  

1

建

設  

改

良

費  

下冨居排水

区下冨居貯

留池導管、

バイパス管

築造事業費 

677,000千円 

令和７年度 340,000千円

令和８年度 337,000千円

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

 次のとおりと定める。 

起債の目的 限  度  額 
起 債 の

方  法 
利   率 償 還 の 方 法 
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公 共下水道 

整 備事業費 
2,752,800千円  

普 通 貸 

借 又 は

証 券 発 

行 

5.0 ％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率） 

 

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。 

借  換  費   66,058千円  

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、７，６００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

（１）第１款下水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業外費 

 用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における 

項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の 

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 

する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ６５４，２０１千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会 

計へ補助を受ける金額は、３９，４９２千円である。 

  令和７年２月２７日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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病病 院院 事事 業業 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 



議案第 １ ９ 号 

令和７年度富山市病院事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和７年度富山市病院事業会計の予算は、次に定めるところ 

による。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病   床   数 

     一 般   精 神   感染症      計 

     ５０２床   ５０床    ６床    ５５８床 

（２）年 間 患 者 数 

     入 院 １５０，０１５人  外 来 ２４５，９８８人 

（３）一 日 平 均 患 者 数   

     入 院     ４１１人  外 来   １，０１６人 

（４）主要な建設改良事業 

     施設工事費及び資産購入費   １，２９８，２２０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

          収         入  

第１款  病院事業収益       １５，１９３，６７５千円 

第１項  医 業 収 益      １３，７６１，６０４千円 

第２項  医 業 外 収 益       １，４３２，０６１千円 

第３項  特 別 利 益              １０千円 

支         出 

第１款  病院事業費用         １５，４６８，５１２千円 

  第１項  医 業 費 用      １５，１３７，３４０千円 

  第２項  医 業 外 費 用         ３３０，８７２千円 

  第３項  予 備 費             ３００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 
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 的収入額が資本的支出額に対し不足する額６５３，７１０千円は過 

年度分損益勘定留保資金５３５，６９０千円及び当年度分消費税及 

び地方消費税資本的収支調整額１１８，０２０千円で補填するもの 

とする。）。 

           収         入  

第１款  資 本 的 収 入        １，４４０，６９６千円 

  第１項  企 業 債       １，２０１，４００千円 

  第２項  出 資 金         １６０，８９３千円 

第３項  補 助 金          ７８，３９３千円 

  第４項  寄 附 金              １０千円 

           支         出  

 第１款  資 本 的 支 出        ２，０９４，４０６千円 

  第１項  建 設 改 良 費       １，２９８，２２０千円 

  第２項  企業債償還金         ７９６，１８６千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

 次のとおりと定める。 

事  項 期  間 限 度 額 

市民病院医事業務及び

病院業務運用支援業務

委託費 

自令和７年度 

至令和10年度 
664,494千円

市民病院電子カルテシ

ステム更新業務 

自令和７年度 

至令和８年度 
930,319千円

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 
起債の

方 法 
利  率 償還の方法  
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病 院 事 業 建

設 改 良 事 業

費 

1,201,400千円 

普 通 貸

借 又 は

証 券 発

行 

5.0 ％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率） 

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 

 次のとおりと定める。 

（１）第１款病院事業費のうち、第１項医業費用、第２項医業外費用 

に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の 

 経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 

 する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職員給与費            ８，１９２，６０９千円 

（２）交 際 費                  ３６０千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 病院事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会計 

 へ補助を受ける金額は、４４９，５０５千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、１，７５２，２８４千円と定 

 める。 

（重要な資産の取得） 

第１２条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

         種 類     名    称    数 量 
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 取得する資産 医 療 器 械    内視鏡手術用支援機器  １式 

        医 療 器 械   心血管撮影装置     １台 

        備 品   中央監視装置      １式 

        備 品   放射線部門システム   １式 

        備 品   総合仮想基盤      １式 

  令和７年２月２７日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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農農 業業 集集 落落 排排 水水 事事 業業 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第 ２ ０ 号 

令和７年度富山市農業集落排水事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和７年度富山市農業集落排水事業会計の予算は、次に定め 

るところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）水 洗 化 戸 数              ６，１１１戸 

（２）年 間 総 処 理 水 量          １，５６４，３０８ｍ
３
 

（３）１ 日 平 均 処 理 水 量              ４，２８６ｍ
３
 

（４）主要な建設改良事業 

管 路 建 設 改 良 費          １２，３００千円 

処理場建設改良費          ２１，６００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  農業集落排水事業収益   １，４５６，０３１千円 

第１項  営 業 収 益      ３１０，１８３千円 

第２項  営 業 外 収 益    １，１４５，８４８千円 

支          出 

第１款  農業集落排水事業費用   １，２６１，４７７千円 

第１項  営 業 費 用    １，１８３，７９１千円 

第２項  営 業 外 費 用       ７６，１３１千円 

  第３項  特 別 損 失        １，０５５千円 

  第４項  予 備 費          ５００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 

的収入額が資本的支出額に対し不足する額５６４，５５２千円は、 

過年度分損益勘定留保資金１，５２１千円、当年度分損益勘定留保 

資金５６０，９７４千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的 
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収支調整額２，０５７千円で補填するものとする 。）。  

収          入 

第１款  資 本 的 収 入        １２３，１０７千円 

第１項  他 会 計 出 資 金      １１１，７２８千円 

第２項  負 担 金 及 び 分 担 金       １１，２４７千円 

第３項  長 期 貸 付 金 償 還 金          １３２千円 

        支          出  

第１款  資 本 的 支 出        ６８７，６５９千円 

第１項  建 設 改 良 費       ３３，９００千円 

 第２項  企 業 債 償 還 金      ６５２，７５９千円 

 第３項  投  資        １，０００千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

（１）第１款農業集落排水事業費用のうち、第１項営業費用、第２項 

営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合に 

おける項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の 

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 

する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             ３２，４０６千円 

（他会計からの補助金） 

第８条 農業集落排水事業費用の一部に充当するため、一般会計から 

この会計へ補助を受ける金額は、１６２，９６５千円である。 

  令和７年２月２７日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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議案第 ２ １ 号 

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久    

 

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例 

富山市事務分掌条例（平成１７年富山市条例第１３号）の一部を次 

のように改正する。 

 １企画管理部の項中第７号を第８号とし、第２号から第６号までを 

１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 人口減少対策及び少子化対策に関する事項 

 ５こども家庭部の項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号 

を第３号とする。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ２ ２ 号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関 

する条例制定の件 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する 

条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関 

する条例 

（富山市職員の分限に関する条例等の一部改正） 

第１条 次に掲げる条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 (1) 富山市職員の分限に関する条例（平成１７年富山市条例第４４

号）第６条第１項 

 (2) 富山市職員の共済制度に関する条例（平成１７年富山市条例第 

４８号）第１０条 

 (3) 富山市職員の給与に関する条例（平成１７年富山市条例第６２

号）第２８条第３号及び第４号並びに第２９条第１項第１号及び 

第５項第１号 

 (4) 富山市職員の退職手当支給条例（平成１７年富山市条例第６４ 

号）第１８条第１項第１号及び第５項第２号、第１９条の見出し 

及び同条第１項第１号、第２０条第１項第１号並びに第２２条第 

４項 

 (5) 富山市消防団条例（平成１７年富山市条例第２８９号）第５条 

第１号 

 (6) 富山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（ 

平成１７年富山市条例第２９０号）第７条第１号 

(7) 富山市公設地方卸売市場条例（平成２２年富山市条例第６４号 

）第６条の２第４項第２号、第１２条第３項第２号、第１４条第 
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４項第２号及び第２６条第１項第２号 

 （富山市恩給条例の一部改正） 

第２条 富山市恩給条例（平成１７年富山市条例第４７号）の一部を 

次のように改正する。 

  第５条第１項第２号中「、無期」を「又は無期」に、「懲役又は 

禁錮
こ

以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第４号中「禁錮
こ

」を「拘 

禁刑」に改める。 

  第６条中「懲役又は禁錮
こ

の刑」を「拘禁刑」に改める。 

（富山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等の一部改正） 

第３条 次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

(1) 富山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成１７年富 

山市条例第１７６号）第１８条 

(2) 富山市公害防止条例（平成１７年富山市条例第１７８号）第２ 

５条 

(3) 富山市屋外広告物条例（平成１７年富山市条例第２２８号）第 

  ３８条 

(4) 富山市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年富山市 

 条例第２号）附則第３条第５項から第７項まで 

 (5) 富山市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年富山市条 

例第３０号）第５６条から第５８条まで 

（富山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の 

一部改正） 

第４条 富山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条 

例（平成１７年富山市条例第３０９号）の一部を次のように改正す 

る。 

  第６条第３号エ中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 
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２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例に 

よる。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりな 

お従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改 

正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適 

用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正す 

る法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。 

）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以 

下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（ 

以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において 

同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。 

）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第 

１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるとき 

は、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を 

同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留 

とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお 

従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正 

前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に 

関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は 

無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同 

じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を 

同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （富山市職員の給与に関する条例及び富山市職員の退職手当支給条 

例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

 関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこ 

 の条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められ 

 ている罪につき起訴をされた者は、第１条の規定による改正後の富 
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 山市職員の給与に関する条例第２９条第１項（第１号に係る部分に 

 限る。）及び第５項（第３号に係る部分に限る。）並びに富山市職 

員の退職手当支給条例第１８条第１項及び第５項、第１９条第１項

（第１号に係る部分に限る。）並びに第２２条第４項並びに富山市 

職員の退職手当支給条例第２２条第３項の規定の適用については、 

拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 
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議案第 ２ ３ 号 

   富山市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する 

   条例制定の件 

 富山市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例 

を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤 井 裕 久    

 

   富山市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する 

   条例 

 富山市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年富山市条例 

第２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改める。 

   附 則 

  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ２ ４ 号 

富山市恩給条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市恩給条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久 

 

富山市恩給条例の一部を改正する条例 

富山市恩給条例（平成１７年富山市条例第４７号）の一部を次のよ  

うに改正する。 

第６条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を 

有する者が、２年（遺族扶助料を受ける権利を有する者にあっては、 

３年）以下の拘禁刑に処せられ、刑法（明治４０年法律第４５号） 

第２７条第２項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡し又は 

同法第２７条の７第２項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言 

渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わ 

り、又は執行を受けることがなくなる月までその支給を停止する。 

附  則 

 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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議案第 ２ ５ 号 

富山市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤 井 裕 久    

 

富山市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例 

富山市職員の退職手当支給条例（平成１７年富山市条例第６４号）

の一部を次のように改正する。 

第１５条第１１項第４号中「職業」を「安定した職業」に改め、同

条第１４項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める

」を「雇用保険法第５６条の３第１項第１号に該当する者に係る就業

促進手当について同条第４項の規定により基本手当を支給したものと

みなされる日数に相当する」に改め、同項各号を削る。 

 附則第７項中「附則別表第１」を「附則別表」に改める。 

 附則第１２項中「令和７年３月３１日」を「令和９年３月３１日」

に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第７

項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の富山市職員の退職手当支給条例第１５条第１１項（第４

号に係る部分に限り、同条第１５項において準用する場合を含む 。

）の規定は、退職職員（退職した富山市職員の退職手当支給条例第

２条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみなさ

れる者を含む 。） をいう。以下この項において同じ 。） であってこ 

の条例の施行の日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、
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退職職員であって同日前に職業に就いたものに対する就業促進手当 

に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 
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に

を

議案第 ２ ６ 号 

   富山市立富山外国語専門学校条例の一部を改正する条例制定の 

   件 

 富山市立富山外国語専門学校条例の一部を改正する条例を次のよう 

に定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

             富山市長   藤 井 裕 久    

 

   富山市立富山外国語専門学校条例の一部を改正する条例 

 富山市立富山外国語専門学校条例（平成２５年富山市条例第２号） 

の一部を次のように改正する。 

第４条第 1 項及び第３項中「入学考査料」の次に「、聴講料」を加 

える。 

別表中 

「 

 

                             」 

「 

     

                          」 

改め、備考を備考１とし、同表備考に次のように加える。 

２ この表において「１期」とは、４月１日から９月３０日まで 

 の間又は１０月１日から翌年３月３１日までの間をいう。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

入学考査料            １８，００ ０

入学考査料            １８，００ ０

聴講料       １科 目１期  ６，８１ ０
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議案第 ２ ７ 号 

富山市民生委員定数条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市民生委員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長× ×藤 井 裕 久 

 

富山市民生委員定数条例の一部を改正する条例 

富山市民生委員定数条例（平成２６年富山市条例第６０号）の一部 

を次のように改正する。 

本則中「８９１人」を「８９５人」に改める。 

附  則 

この条例は、令和７年１２月１日から施行する。 
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議案第 ２ ８ 号 

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例制定の件 

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久 

 

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２４年富山市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第１項第６号及び第２３条第１項第６号中「栄養士」の次 

に「又は管理栄養士」を加える。 

附  則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ２ ９ 号 

   富山市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

 富山市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

富山市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準等を定める条例（平成２４年富山市条例第３７号）の一部を次の 

ように改正する。 

第８８条第４項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ０ 号 

   富山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準 

等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を 

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤 井 裕 久     

 

   富山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準 

等を定める条例の一部を改正する条例 

富山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を 

定める条例（平成２４年富山市条例第３８号）の一部を次のように改 

正する。 

第３７条第５項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

- 98 -



 

議案第 ３ １ 号 

   富山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

   富山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例 

富山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例（平成２４年富山市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第４５条第４項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ２ 号 

   富山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例制定の件 

富山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤 井 裕 久      

 

   富山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例 

富山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（ 

平成２４年富山市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第３０条第５項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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議案第 ３ ３ 号 

富山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例制定の件 

富山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例 

富山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（ 

平成２４年富山市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条第１項第６号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加 

える。  

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ４ 号 

富山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例制定の件 

富山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例 

富山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（ 

平成２４年富山市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第１項第４号及び附則第１２項第５号中「栄養士」の次に 

「又は管理栄養士」を加える。 

  附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ５ 号 

富山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例 

 富山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条 

例（平成２４年富山市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第１項第５号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加 

える。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ６ 号 

富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す 

る基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す 

る基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基 

準等を定める条例（平成２４年富山市条例第４７号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第１４８条第１項第４号及び第１８３条第１項第３号中「栄養士」 

の次に「又は管理栄養士」を加える。 

 第１９０条第１項第１号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を 

加え、同項第２号を削り、同項第３号中 「（ 前号に該当するものを除 

く 。）」 を削り、「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、同号 

を同項第２号とし、同項第４号中「前２号」を「前号」に改め、同号 

を同項第３号とし、同項第５号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士 

」を加え、同号を同項第４号とする。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ７ 号 

富山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並 

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な 

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

制定の件 

富山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに 

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定め 

る。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並 

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な 

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

富山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに 

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

に関する基準等を定める条例（平成２４年富山市条例第５１号）の一 

部を次のように改正する。 

第１３０条第１項第４号、第１６７条第１項第３号並びに第１７４ 

条第１項第１号、第２号及び第４号中「栄養士」の次に「又は管理栄 

養士」を加える。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ８ 号 

   富山市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

   富山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

富山市国民健康保険条例（平成１７年富山市条例第１６４号）の一 

部を次のように改正する。 

 第２１条中「６５０，０００円」を「６６０，０００円」に改める。 

 第３１条中「２４０，０００円」を「２６０，０００円」に改める。 

 第４１条第１項第２号中「２９５，０００円」を「３０５，０００ 

円」に改め、同項第３号中「５４５，０００円」を「５６０，０００ 

円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の富山市国民健康保険条例の規定は、令和７年度以後の年 

度分の保険料について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料に 

ついては、なお従前の例による。 
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議案第 ３ ９ 号 

富山市保育所条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

×××富山市保育所条例の一部を改正する条例 

×富山市保育所条例（平成１７年富山市条例第１４１号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１富山市立長岡保育所の項中「長岡９３９７番地６」を「呉

羽町４９９０番地」に改め、同表富山市立笹津保育所の項を削る。 

 別表第２午前７時から午前８時３０分まで（午前７時開所施設に限

る 。） の項の次に次のように加える。 

午前７時１５分から午前８時３０

分まで（富山市立長岡保育所に限

る 。）  

日 利 用 １回２００

月 利 用 月額３，５００

 別表第２午後４時３０分から午後６時までの項中「午後６時まで」

の次に 「（ 富山市立長岡保育所を除く 。）」 を加え、同項の次に次の

ように加える。 

午後４時３０分から午後６時１５

分まで（富山市立長岡保育所に限

る 。）  

日 利 用 １回３００

月 利 用 月額５，０００

 別表第２午後６時から午後７時まで（午後６時以降開所施設に限る。 

）の項中「午後６時以降開所施設」の次に 「（ 富山市立長岡保育所を

除く 。）」 を加える。 

   附×則 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第１富山

市立笹津保育所の項を削る改正規定は、令和７年４月１日から施行す

る。 
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議案第 ４ ０ 号 

   富山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久      

 

   富山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

富山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（平成２６年富山市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支 

援」という。）を実施する」に改め、同条第３項を削り、同条第５項 

を同条第７項とし、同条第４項を同条第６項とし、同条第２項中「全 

てを満たすと認める」を「いずれかに該当する」に、「前項第２号」 

を「第１項第２号」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場 

合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

  ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれ 

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

  イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ 

うにするための措置が講じられていること。  

 (2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の 

促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者 

の確保が著しく困難であること。 

第７条第２項を同条第４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項 

に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に 
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応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所 

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業 

所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業 

者等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模 

等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有する 

と市長が認める者 

 第７条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連 

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げ 

る要件を満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこ 

ととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保す 

ること。 

 (2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

   ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれ 

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ  保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな 

いようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２８条に規定する小 

規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事 

業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい 

う。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行う 

ものをいう。 

附則第４項中「１０年」を「１５年」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ４ １ 号 

富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤 井  裕 久 

 

富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例（平成２６年富山市条例第４９号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第３８条第１項中「第４３条第３項第１号」を「第４３条第３項」

に改める。 

 第４３条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「 

を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する 

」に改め、同条中第３項を削り、第９項を第１１項とし、第４項から 

第８項までを２項ずつ繰り下げ、同条第２項各号列記以外の部分中「 

次」の次に「の各号」を加え、「全てを満たすと認める」を「いずれ 

かに該当する」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項 

各号を次のように改める。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した

場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めるこ

と。 

  ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

  イ  代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 
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 (2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保 

の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力 

者の確保が著しく困難であること。 

第４３条第２項を同条第４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事

業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は

事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型

等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模

等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有する

と市長が認める者 

第４３条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲

げる要件を満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しない

こととすることができる。 

 (1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保

すること。 

 (2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

  ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

  イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若

しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項

において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第

１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

- 111 -



 

 附則第５項中「１０年」を「１５年」に改める。 

附  則 

 この条例は、令和７年４月 1 日から施行する。 
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議案第 ４ ２ 号 

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定の件 

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下

「法」という。）第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通 

 園支援事業の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」という。

）を定めるものとする。 

（最低基準の目的） 

第２条 この条例で定める最低基準は、明るくて、衛生的な環境にお

いて、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（乳児等通園支

援事業所（乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。以下同じ。）

の管理者を含む。以下同じ。）が、乳児等通園支援（乳児等通園支

援事業として行う法第６条の３第２３項の乳児又は幼児への適切な

遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者

への援助をいう。以下同じ。）を提供することにより、利用乳幼児

（乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児をいう。以下同

じ。）が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとす

る。 

（定義） 

第３条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

（最低基準と乳児等通園支援事業者） 
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第４条 乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者

」という。）は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向

上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園

支援事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営

を低下させてはならない。 

（乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮し、

及び人格を尊重して、当該乳児等通園支援事業の運営を行わなけれ

ばならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利

用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事

業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、 

その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するた

めに必要な設備を設けなければならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気その他の利用乳

幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止について十分に考

慮されたものでなければならない。 

（暴力団員の排除） 

第６条 乳児等通園支援事業を行うことができる者は、次の各号のい

ずれにも該当しないものとする。 

(1) 暴力団員（富山市暴力団排除条例（平成２４年富山市条例第１

３号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下この条にお

いて同じ。） 

(2) 法人その他の団体でその役員が暴力団員であるもの 

(3) 暴力団員がその事業活動を支配するもの 
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（非常災害対策） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口 

その他非常災害に必要な設備を設けなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、非常災害に対する具体的計画を立て、 

これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業所は、前項の訓練のうち、避難及び消火に関

する訓練を、少なくとも月１回は行わなければならない。 

（安全計画の策定等） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るた

め、乳児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設

備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取

組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活にお

ける安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援

事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条にお

いて「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知す

るとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護

者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組

の内容等について周知しなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必

要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第９条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、 

 取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運

行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利

用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳

幼児の所在を確認しなければならない。 
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２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車

（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより１つ後方に備え

られた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を

勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと

認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車

にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備

え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際

に限る。）を行わなければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件） 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊か

な人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、

できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者で

なければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等） 

第１１条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法

に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、

維持及び向上に努めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための

研修の機会を確保しなければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準   

） 

第１２条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設

置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、

必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せ

て設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができ

る。 

（利用乳幼児への平等取扱原則） 

第１３条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会

的身分又は利用に要する費用の負担によって、差別的取扱いをして

はならない。 
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（虐待等の防止） 

第１４条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第

３３条の１０各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

（衛生管理等） 

第１５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する食器その

他の設備及び飲用に供する水について、衛生的に管理し、及び衛生

上必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症

又は食中毒が発生し、及びまん延しないように、職員に対し、感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の

予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めな

ければならない。 

３ 乳児等通園支援事業所は、必要な医薬品その他の医療品を備える

とともに、これらの管理を適正に行わなければならない。 

（食事） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外

で調理し運搬する方法により行う場合を含む。）においては、当該

施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機

能を有する設備を備えなければならない。 

（運営規程） 

第１７条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業の運営につ 

いての規則で定める重要事項に関する規程を定めなければならない。 

（帳簿の整備） 

第１８条 乳児等通園支援事業所は、職員、財産、収支及び利用乳幼

児の処遇の状況を明らかにした帳簿を整備しなければならない。 

（秘密保持等） 

第１９条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、利用

乳幼児又はその家族に関する業務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 
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２ 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、 

 利用乳幼児又はその家族に関する業務上知り得た秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第２０条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児又はその保護者等か

らの行った乳児等通園支援に関する苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、当該苦情の受付の窓口の設置その他の必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市 

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要 

な改善を行わなければならない。 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２１条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余

裕活用型乳児等通園支援事業とする。 

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次

項に定めるものに該当しないものをいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こど

も園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保

育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下この項及び次条第２項

第４号において同じ。）を行う事業所において、当該施設又は事業

を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」という。

）が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であっ

て、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の

乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

（設備） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳 

児等通園支援事業所」という。）の設備の基準は、次のとおりとす

る。 
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(1) 乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園

支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき１．６５平方

メートル以上であること。 

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき３．３平

方メートル以上であること。 

(4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具

を備えること。 

(5) 満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所に

は、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。 

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき１．９８平

方メートル以上であること。 

(7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を

備えること。 

(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を２階以上に設ける建物

は、規則で定める要件に該当すること。 

２ 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「余裕活用型

乳児等通園支援事業所」という。）の設備の基準は、次の各号に掲 

げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定める条例の規定す 

るところによる。 

(1) 保育所 富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年富山市条例第４３号）（保育所に係るもの

に限る。） 

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 富山市幼保連携

型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（ 

平成３１年富山市条例第２３号） 

(3) 幼保連携型認定こども園 富山市幼保連携型認定こども園の学 

級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年富山市条例第４８号） 

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 富山市家庭的保育事業等の設 
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備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年富山市条例第 

４７号）（居宅訪問型保育事業に係るものを除く。） 

（職員） 

第２３条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通 

園支援に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都道 

府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下こ 

の条において「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければ 

ならない。 

２ 前項の規定により置かなければならない乳児等通園支援従事者の 

数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳未満の 

幼児おおむね６人につき１人以上とし、そのうち半数以上は、保育 

士とする。ただし、一の一般型乳児等通園支援事業所につき２人を 

下ることはできない。 

３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児

等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援

事業に従事する職員を１人とすることができる。 

(1) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども

園その他の施設又は事業（以下この号及び次号において「保育所

等」という。）とが一体的に運営されている場合であって、当該

一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員

（保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。）による支援

を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業

に従事する職員が保育士であるとき。 

(2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が

３人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の

保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室に

おいて当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一

般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士

による支援を受けることができるとき。 
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４ 前条第２項の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業所の職員の

基準について準用する。 

（乳児等通園支援の内容） 

第２４条 乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する内閣総理

大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、

利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなけれ

ばならない。 

（保護者との連絡） 

第２５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の保護者と密接な連

絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び

協力を得るよう努めなければならない。 

（電磁的記録） 

第２６条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他

これらに類するもののうち、この条例又はこの条例に基づく規則の

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情 

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。 

 ）で行うこととされているものについては、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

（委任） 

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ４ ３ 号 

   富山市こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 

 富山市こども医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定 

める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久    

 

富山市こども医療費助成条例の一部を改正する条例 

 富山市こども医療費助成条例（平成１７年富山市条例第１４８号） 

の一部を次のように改正する。 

第１条中「こどもの保護者」を「保護者等」に改める。 

第２条第１項中「１５歳」を「１８歳」に改め、同条第２項中「保 

護者」を「保護者等」に改め、「監護するもの」の次に「（こどもが 

婚姻、就業等により独立して生計を営んでいる場合その他こども本人 

に医療費を助成することが適当であると市長が認める場合にあっては、

当該こども）」を加える。 

第３条、第４条第１項、第５条第１項、第７条第１項及び第８条中 

「保護者」を「保護者等」に改める。  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の富山市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行 

の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療 

 に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 
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議案第 ４ ４ 号 

   富山市妊産婦医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 

 富山市妊産婦医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定 

める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久  

 

富山市妊産婦医療費助成条例の一部を改正する条例 

 富山市妊産婦医療費助成条例（平成１７年富山市条例第１４９号） 

の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項ただし書を次のように改める。 

  ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による 

保護を受けている者を除く。 

第３条第１項各号及び同条第２項を削る。 

第６条中「受給資格の登録をした」を「第４条に規定する疾病の診 

断を受けた」に改め、「初日」の次に「又は前条第１項の申請のあっ 

た日の属する月の前月（診断書の作成に期間を要したことその他のや 

むを得ない理由がある場合は、６月前の月）の初日のいずれか遅い日 

」を加え、「 。） した」を「 。） をした」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の富山市妊産婦医療費助成条例第３条の規定は、この条例 

 の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前 

 の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 
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議案第 ４ ５ 号 

富山市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例制 

定の件 

富山市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例を次の 

ように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久 

 

富山市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例 

富山市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成１７年富山市条例第１ 

５０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第１号中「９月３０日」を「１０月３１日」に、「次 

条第１項の規定による申請をするもの」を「受けた医療に係る医療費 

の助成」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和７年１０月３１日までの間に受けた医療に係る医療費の助成 

については、なお従前の例による。 
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議案第 ４ ６ 号 

富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等 

を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

  富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例 

富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等 

を定める条例（令和元年富山市条例第３号）の一部を次のように改正 

する。 

第７条第１項ただし書中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」 

を加え、同項第３号及び同条第４項ただし書中「栄養士」の次に「又 

は管理栄養士」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ４ ７ 号 

富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

富山市スポーツ施設条例（平成１７年富山市条例第２８６号）の一 

部を次のように改正する。                                                        

第２条の表中４０の項を削り、４１の項を４０の項とし、４２の項

から５５の項までを１項ずつ繰り上げる。 

 第２条の２中「４０の項、４２の項、４４の項、４５の項及び５２ 

の項」を「４１の項、４３の項、４４の項及び５１の項」に改める。 

 第２条の３第３号及び第７条第７項中「４４の項及び４５の項」を 

「４３の項及び４４の項」に改める。 

 別表第３の１八尾Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの項を次のように改め 

る。 

 １ 八尾Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

  (1) プール 

   ア 個人及び団体の場合 

      種別  単位  金額（円）

個人 大人（高校生以上） １回２時

間につき

   ３４０

小人（小学生及び中学

生） 

   ２３０

 小人（未就学児）     １１０

団体（

２０人

以上） 

大人（高校生以上） １回２時

間につき

１人 

   ２８０

小人（小学生及び中学

生） 

   ２００

小人（未就学児）     ９０

回数券 ３ ４ ０ 円 券  １１枚つ

づり 

 ２ , ７２０

２ ３ ０ 円 券   １，８４０

１ １ ０ 円 券     ８８０

期間使 大人（高校生以上） １月券  ４ , ０４０
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用券 小人（小学生及び中学

生） 

 ２，６９０

小人（未就学児）  １，３４０

 大人（高校生以上） ３月券 １０ , ７５０

小人（小学生及び中学

生） 

 ７ , １７０

小人（未就学児）  ３ , ５９０

  備考 市外に住所を有する者の回数券及び期間使用券の使用 

   料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相当する 

   額を加算した額とする。 

   イ 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額 

（円） 

超過料金（円）（１

時間につき） 

9 時～ 

12時 

13時～ 

17時 

18時～

21時 

入場無料

の場合 

009,420 011,760 018,830 00003,180 

入場有料

の場合 

023,530 028,240 047,060 00007,890 

 (2) 多目的ホール 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（

１時間につき） 

多目的

ホール 

２時間に

つき 

５，６１０ ３，３７０ 

   備考 冷房又は暖房期間中に使用する場合は、この表に定め    

る額の２０パーセントに相当する額を加算する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 改正後の富山市スポーツ施設条例の規定に基づく施設の使用の承 

認、利用料金の徴収その他の当該施設を供用するために必要な準備 

行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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議案第 ４ ８ 号 

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制 

定の件 

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次の 

ように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕 久 

 

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

富山市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年富山市条例第１ 

６７号）の一部を次のように改正する。 

別表特別施設等使用料の部中 

「 

特 別 室 Ａ  １ 人 １ 日 １ １ ， ０ ０ ０ 円

Ｂ  ５ ， ５ ０ ０ 円

個室 ３ ， ５ ０ ０ 円

２ 人 室 Ａ  ２ ， ０ ０ ０ 円

Ｂ  １ ， ０ ０ ０ 円

                      」 

「                   

特 別 室 Ａ  １ 人 １ 日 １ ３ ， ０ ０ ０ 円

Ｂ  ６ ， ５ ０ ０ 円

個 室 Ａ  ５ ， ５ ０ ０ 円

Ｂ  ４ ， ０ ０ ０ 円

２ 人 室 Ａ  ２ ， ２ ０ ０ 円

Ｂ  １ ， １ ０ ０ 円

                      」 

料の部中 

「 

脳 ド ッ ク 使 用

料 

Ａ  １ ９ ， ０ ０ ０ 円 

 Ｂ  ２ ５ ， ０ ０ ０ 円 Ａの検査に尿検査

を  

に改め、同表検査 
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    、血液学的検査、

生化学的検査及び

心電図検査を加え

たものとする。 

人 間 ド ッ ク 使

用 料 

Ａ  ３ ７ ， ５ ０ ０ 円 期間１日 

Ｂ  ６ ６ ， ０ ０ ０ 円 期間１泊２日 

Ｃ  ７ ２ ， ５ ０ ０ 円 Ｂの検査に乳房検

査及び子宮検査を

加えたものとする

。 

血管 ドック使用料 ３ ０ ， ９ ７ ０ 円

                            」 

「                   

膵が んドック使 用

料 

７ ９ ， ６ ７ ０ 円

脳ド ック使用料 ２ ５ ， ０ ０ ０ 円

人 間 ド ッ ク 使

用 料 

Ａ  ３ ７ ， ５ ０ ０ 円 期間１日 

Ｂ  ６ ６ ， ０ ０ ０ 円 期間１泊２日 

Ｃ  ７ ２ ， ５ ０ ０ 円 Ｂの検査に乳房検

査及び子宮検査を

加えたものとする

。 

                            」 

「                   

サ イ ン ポ ス ト 遺 伝

子 検 査 料 

３ ８ ， ０ ０ ０ 円 

                            」 

「                   

サ イ ン ポ ス ト 遺 伝

子 検 査 料 

３ ８ ， ０ ０ ０ 円 

ロ ッ ク ス イ ン デ ッ

ク ス 検 査 料 

１ ３ ， ０ ０ ０ 円 人間ドックと併せ

て受ける場合に限

る 。 

                            」 

める。 

    附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表特別施 

を

に 、 

を

に 改 
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設等使用料の部の改正規定は、令和８年 1 月１日から施行する。 
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議案第 ４ ９ 号 

富山市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例を次のように定 

める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久 

 

富山市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

富山市公設地方卸売市場条例（平成２２年富山市条例第６４号）の 

一部を次のように改正する。 

第２条（見出しを含む。）中「、位置及び面積」を「及び位置」に 

改め、同条面積の項を削る。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ５ ０ 号 

富山市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久 

 

富山市手数料条例の一部を改正する条例 

富山市手数料条例（平成１７年富山市条例第１０６号）の一部を次 

のように改正する。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７２の部の次に次のよ 

うに加える。 

７２ の２  宅地 造

成 及び特定盛 土

等 規制法（昭 和

３ ６年法律第 １

９ １号）第１ ２

条 第１項の規 定

に 基づく宅地 造

成 等に関する 工

事 又は同法第 ３

０ 条第１項の 規

定 に基づく特 定

盛 土等若しく は

土 石の堆積に 関

す る工事の許 可

に 関する事務 

１  宅 地 造 成 又 は 特

定 盛 土 等 に 関 す る

工 事 の 場 合 

(1) 盛土又は切土をする

土地の面積が５００平

方メートル以内のもの

１４，０００円 

(2) 盛土又は切土をする

土地の面積が５００平

方メートルを超え１，

０００平方メートル以

内のもの  ２４ , ００

０円 

(3) 盛土又は切土をする

土地の面積が１，００

０平方メートルを超え

２，０００平方メート

ル以内のもの  ３５ ,

０００円 

(4) 盛土又は切土をする

土地の面積が２，００

０平方メートルを超え

３，０００平方メート

ル以内のもの  ５１，

０００円 

(5) 盛土又は切土をする

土地の面積が３，００

０平方メートルを超え

５，０００平方メート
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  ル以内のもの  ６４，

０００円 

(6) 盛土又は切土をする

土地の面積が５，００

０平方メートルを超え

１０，０００平方メー

トル以内のもの  ８５

，０００円 

(7) 盛土又は切土をする

土地の面積が１０，０

００平方メートルを超

え２０，０００平方メ

ートル以内のもの  １

３３，０００円 

(8) 盛土又は切土をする

土地の面積が２０，０

００平方メートルを超

え４０，０００平方メ

ートル以内のもの  ２

０８，０００円 

(9) 盛土又は切土をする

土地の面積が４０，０

００平方メートルを超

え７０，０００平方メ

ートル以内のもの  ３

３０，０００円 

(10) 盛土又は切土をする

土地の面積が７０，０

００平方メートルを超

え１００，０００平方

メートル以内のもの  

４７４，０００円 

(11) 盛土又は切土をする

土地の面積が１００，

０００平方メートルを

超えるもの  ６１７，

０００円 

 ２  土 石 の 堆 積 に 関

す る 工 事 の 場 合 

(1) 土石の堆積をする土

地の面積が５００平方

メートル以内のもの  

１４，０００円 

(2) 土石の堆積をする土

地の面積が５００平方

メートルを超え１，０
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  ００平方メートル以内

のもの  １７，０００

円 

(3) 土石の堆積をする土

地の面積が１，０００

平方メートルを超え２

，０００平方メートル

以内のもの  １９，０

００円 

(4) 土石の堆積をする土

地の面積が２，０００

平方メートルを超え３

，０００平方メートル

以内のもの  ２４，０

００円 

(5) 土石の堆積をする土

地の面積が３，０００

平方メートルを超え５

，０００平方メートル

以内のもの  ３４，０

００円 

(6) 土石の堆積をする土

地の面積が５，０００

平方メートルを超え１

０，０００平方メート

ル以内のもの  ３８，

０００円 

(7) 土石の堆積をする土

地の面積が１０，００

０平方メートルを超え

２０，０００平方メー

トル以内のもの  ４６

，０００円 

(8) 土石の堆積をする土

地の面積が２０，００

０平方メートルを超え

４０，０００平方メー

トル以内のもの  ６３

，０００円 

(9) 土石の堆積をする土

地の面積が４０，００

０平方メートルを超え

７０，０００平方メー

トル以内のもの  ８６
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   ，０００円 

(10) 土石の堆積をする土

地の面積が７０，００

０平方メートルを超え

１００，０００平方メ

ートル以内のもの  １

２９，０００円 

(11) 土石の堆積をする土

地の面積が１００，０

００平方メートルを超

えるもの  １５８，０

００円 

７２ の３  宅地 造

成 及び特定盛 土

等 規制法第１ ６

条 第１項の規 定

に 基づく宅地 造

成 等に関する 工

事 又は同法第 ３

５ 条第１項の 規

定 に基づく特 定

盛 土等若しく は

土 石の堆積に 関

す る工事の計 画

の 変更の許可 に

関 する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  宅 地 造 成 又 は 特

定 盛 土 等 に 関 す る

工 事 の 場 合 

変更の許可の申請 1 件に

つき、次に掲げる額を合

算した額。ただし、その

額が６１７ , ０００円を

超えるときは、その手数

料の額は、６１７ , ００

０円とする。 

(1) 宅地造成又は特定盛

土等に関する工事の設

計変更（ (2) のみに該

当する場合を除く。）

のとき  盛土又は切土

をする土地の面積（（

2)に規定する変更を伴

う場合にあっては変更

前の盛土又は切土をす

る土地の面積、盛土又

は切土をする土地の縮

小を伴う場合にあって

は縮小後の盛土又は切

土をする土地の面積）

に応じ、７２の２の項

の１に規定する額に１

０分の１を乗じて得た

額 

(2) 新たな土地の盛土又

は切土をする土地への

編入に係る宅地造成又

は特定盛土等に関する

工事の設計変更のとき

  新たに編入される土

地の面積に応じ、７２
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  の２の項の１に規定す

る額 

(3) その他の変更のとき

１０，０００円 

 ２  土 石 の 堆 積 に 関

す る 工 事 の 場 合 

変更の許可の申請 1 件に

つき、次に掲げる額を合

算した額。ただし、その

額が１５８ , ０００円を

超えるときは、その手数

料の額は、１５８ , ００

０円とする。 

(1) 土石の堆積に関する

工事の設計変更（ (2)

のみに該当する場合を

除く。）のとき  土石

の堆積をする土地の面

積（ (2) に規定する変

更を伴う場合にあって

は変更前の土石の堆積

をする土地の面積、土

石の堆積をする土地の

縮小を伴う場合にあっ

ては縮小後の土石の堆

積をする土地の面積）

に応じ、７２の２の項

の２に規定する額に１

０分の１を乗じて得た

額 

(2) 新たな土地の土石の

堆積をする土地への編

入に係る土石の堆積に

関する工事の設計変更

のとき  新たに編入さ

れる土地の面積に応じ

、７２の２の項の２に

規定する額 

(3) その他の変更のとき

１０，０００円 

７２ の４  宅地 造

成 及び特定盛土

等 規制法第１８

条 第１項の規定

に 基づく宅地造

成 若しくは特定

 (1) 盛土又は切土をする

土地の面積が５００平

方メートル以内のもの

２，９００円 

(2) 盛土又は切土をする

 土地の面積が５００平
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盛 土等に関する

工 事（同法第１

５ 条第２項の規

定 により同法第

１ ２条第１項の

許 可を受けたも

の とみなされた

も のに限る。）

の 中間検査又は

同 法第３７条第

１ 項に基づく特

定 盛土等に関す

る 工事（同法第

３ ４条第２項の

規 定により同法

第 ３０条第１項

の 許可を受けた

も のとみなされ

た ものに限る。

） の中間検査に

関 する事務 

 方メートルを超え１，

０００平方メートル以

内のもの  ３，５００

円 

(3) 盛土又は切土をする

土地の面積が１，００

０平方メートルを超え

２，０００平方メート

ル以内のもの  ４，０

００円 

(4) 盛土又は切土をする

土地の面積が２，００

０平方メートルを超え

３，０００平方メート

ル以内のもの  ５，３

００円 

(5) 盛土又は切土をする

土地の面積が３，００

０平方メートルを超え

５，０００平方メート

ル以内のもの  ７，７

００円 

(6) 盛土又は切土をする

土地の面積が５，００

０平方メートルを超え

１０，０００平方メー

トル以内のもの  ８，

８００円 

(7) 盛土又は切土をする

土地の面積が１０，０

００平方メートルを超

え２０，０００平方メ

ートル以内のもの  １

１，０００円 

(8) 盛土又は切土をする

土地の面積が２０，０

００平方メートルを超

え４０，０００平方メ

ートル以内のもの  ２

０，０００円 

(9) 盛土又は切土をする

土地の面積が４０，０

０平方メートルを超え

７０，０００平方メー
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  トル以内のもの  ３５

，０００円 

(10) 盛土又は切土をする

土地の面積が７０，０

００平方メートルを超

え１００，０００平方

メートル以内のもの  

５５，０００円 

(11) 盛土又は切土をする

土地の面積が１００，

０００平方メートルを

超えるもの  ７６，０

００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７４の部中「建築物に 

係る確認」の次に「の申請に対する審査及び同法第１８条第２項（同 

法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく建 

築物に係る計画の通知に対する審査」を加え、同部１の項中「２に」 

を「２及び３に」に改め、同項第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) (2)に掲げる場合以外の場合 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの １４，０００ 

 円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル 

以内のもの ２１，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メート 

ル以内のもの ３０，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００平方メート 

ル以内のもの ４０，０００円 

オ 床面積の合計が５００平方メートルを超え１，０００平方メ 

ートル以内のもの ５３，０００円 

カ 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平 

方メートル以内のもの ７５，０００円 

キ 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００ 

平方メートル以内のもの ２１５，０００円 

ク 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，００ 
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０平方メートル以内のもの ３５０，０００円 

ケ 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの ６ 

 １９，０００円 

(2) 建築基準法第６条の４第１項の規定の適用を受ける場合（２以 

上の建築物がある場合においては、全ての建築物が同項の規定の 

適用を受ける場合に限る。）であって、床面積の合計が２００平 

方メートル以内のものであるとき。 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの ８，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル 

以内のもの １４，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メート 

ル以内のもの ２１，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７４の部１の項第３号 

から第９号までを削り、同部２の項中「建築基準法第８７条の４にお 

いて準用する同法第６条第１項又は同法第６条の２第１項（同法第８ 

７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく建築設備 

の設置に係る確認及び同法第８８条第１項又は第２項において準用す 

る同法第６条第１項又は同法第６条の２第１項（同法第８７条第１項 

において準用する場合を含む。）の規定による工作物の築造に係る確 

認を受ける」を「３に掲げる」に改め、同部に次のように加える。 

３  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 ２ ７ 年 法 律 第 ５ ３ 号 ） 第 １

１ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に

よ り 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判 定 を 受 け な い 要 確

認 特 定 建 築 行 為 （ 同 項 に 規 定

す る 要 確 認 特 定 建 築 行 為 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 同 法 第

１ ２ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定

に よ り 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 適 合 性 判 定 を 受 け な い 要

通 知 特 定 建 築 行 為 （ 同 項 に 規

こ の 項 の １ 又 は ２ に 掲 げ る 額 に

、 建 築 物 ご と に 次 に 掲 げ る 区 分

に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

を 加 算 し た 額 

(1) 一 戸 建 て の 住 宅 の 場 合 

 ア  床 面 積 の 合 計 が ２ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も の  １

８ ， ０ ０ ０ 円 

 イ  床 面 積 の 合 計 が ２ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の  ２

０ ， ０ ０ ０ 円 

(2) (1) 以 外 の 場 合 

 ア  住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計
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定 す る 要 通 知 特 定 建 築 行 為 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て

、 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 （ 平 成 ２ ８ 年 国 土 交 通 省

令 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 １

号 に 掲 げ る 特 定 建 築 行 為 に 該

当 す る 場 合 

が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の  ３ ４ ， ０ ０ ０ 円 

 イ  住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計

が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未

満 の も の  ６ ０ ， ０ ０ ０ 円

ウ  住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計

が ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

以 上 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の  １ ０ ８ ， ０

０ ０ 円 

 エ  住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計

が ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

以 上 の も の  １ ６ ３ ， ０ ０

０ 円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７５の部中「係る確認 

」の次に「の申請に対する審査及び同法第８７条の４において準用す 

る同法第１８条第２項（同法第８７条第１項において準用する場合を 

含む。）の規定に基づく建築設備に係る計画の通知に対する審査」を 

加え、同部１の項中「１２，０００円」を「１４，０００円」に改め、

同部２の項中「７，０００円」を「１０，０００円」に改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７６の部中「係る確認 

」の次に「の申請に対する審査及び同法第１８条第２項（同法第８７ 

条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく工作物に係 

る計画の通知に対する審査」を加え、同部１の項中「１０，０００円 

」を「１３，０００円」に改め、同部２の項中「６，０００円」を「 

９，０００円」に改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７７の部中「第７条第 

１項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）」を「第 

７条第１項又は第１８条第２０項」に改め、同部１の項中「及び３」 

を「から４まで」に改め、同項第１号及び第２号を次のように改める。 

 (1) (2)に掲げる場合以外の場合 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの ２２，０００ 
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 円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル 

以内のもの ２５，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メート 

ル以内のもの ３３，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００平方メート 

ル以内のもの ４３，０００円 

オ 床面積の合計が５００平方メートルを超え１，０００平方メ 

ートル以内のもの ６２，０００円 

カ 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平 

方メートル以内のもの ８４，０００円 

キ 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００ 

平方メートル以内のもの １９２，０００円 

ク 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，００ 

０平方メートル以内のもの ３０１，０００円 

ケ 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの ５ 

３１，０００円 

(2) 建築基準法第７条の５の規定の適用を受ける場合（２以上の建 

築物がある場合においては、全ての建築物が同項の規定の適用を 

受ける場合に限る。）であって、床面積の合計が２００平方メー 

トル以内のものであるとき。 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの １６，０００ 

 円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル 

以内のもの ２０，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メート 

ル以内のもの ２６，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７７の部１の項第３号 

から第９号までを削り、同部２の項中「建築基準法第８７条の４にお 

いて準用する同法第７条第１項又は同法第７条の２第１項（同法第８ 
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７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく建築設備 

の設置に係る完了検査及び同法第８８条第１項又は第２項において準 

用する同法第７条第１項又は同法第７条の２第１項（同法第８７条第 

１項において準用する場合を含む。）の規定による工作物の築造に係 

る完了検査を受ける」を「３及び４に掲げる」に改め、同部３の項を 

次のように改める。 

３  要確認特定建築行為

又は要通知特定建築行

為（以下「要確認特定

建築行為等」という。

）（建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に

関する法律第１１条第

１項又は同法第１２条

第２項の規定に基づく

建築物エネルギー消費

性能適合性判定を受け

たものに限る。）に該

当する場合（４に掲げ

る場合を除く。） 

この項の１又は２に掲げる額に、次に掲

げる建築物の部分の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を合算した額を加算した

額 

(1) 住宅部分 

 ア  一戸建ての住宅の場合 

（ア） 床面積の合計が２００平方メー

トル未満のもの １１，０００円

  （イ） 床面積の合計が２００平方メー

トル以上のもの １３，０００円

 イ  ア以外の住宅の場合 

（ア） 住宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの １８

，０００円 

（イ） 住宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの ４６，０

００円 

（ウ） 住宅部分の床面積の合計が２，

０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの ８１

，０００円 

（エ） 住宅部分の床面積の合計が５，

０００平方メートル以上のもの 

１２６，０００円 

(2) 非住宅部分 

ア  工場、危険物の貯蔵又は処理に供

するもの、水産物の増殖場又は養殖

場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜

場、汚物処理場、ごみ焼却場その他

これらに類するもの（以下この項及
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 び８５の８の項から８５の１０の項

までにおいて「工場等」という。）

の用途に供する部分の場合 

  （ア） 工場等の用途に供する部分の床

面積の合計が３００平方メートル

未満のもの １０，０００円 

 （イ） 工場等の用途に供する部分の床

面積の合計が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル未満

のもの １７，０００円 

（ウ） 工場等の用途に供する部分の床

面積の合計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの ２８，０００円 

  （エ） 工場等の用途に供する部分の床

面積の合計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メートル

未満のもの ８４，０００円 

  （オ） 工場等の用途に供する部分の床

面積の合計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平方メート

ル未満のもの １３３，０００円

  （カ） 工場等の用途に供する部分の床

面積の合計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方メー

トル未満のもの １６８，０００

円 

  （キ） 工場等の用途に供する部分の床

面積の合計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの ２１０，００

０円 

 イ  ア以外の部分の場合 

  （ア） 非住宅部分（工場等の用途に供

する部分以外の部分をいう。以下

この号において同じ。）の床面積

の合計が３００平方メートル未満

のもの １８，０００円 

  （イ） 非住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル以上１，０００

- 143 -



 
 

を

 平方メートル未満のもの ３４，

０００円 

（ウ） 非住宅部分の床面積の合計が１

，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの ５

３，０００円 

  （エ） 非住宅部分の床面積の合計が２

，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの １

１８，０００円 

  （オ） 非住宅部分の床面積の合計が５

，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

１７５，０００円 

（カ） 非住宅部分の床面積の合計が１

 ０，０００平方メートル以上２５

，０００平方メートル未満のもの

  ２１８，０００円 

（キ） 非住宅部分の床面積の合計が２

 ５，０００平方メートル以上のも

の ２６９，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７７の部に次のように 

加える。 

４  確 認 審 査 等 に 関 す る 指 針 （

平 成 １ ９ 年 国 土 交 通 省 告 示 第

８ ３ ５ 号 ） 第 ３ 第 ４ 項 第 ３ 号

に 規 定 す る 追 加 説 明 書 の 提 出

に よ る 審 査 （ 以 下 「 追 加 説 明

書 に 対 す る 審 査 」 と い う 。 ）

を 伴 う 場 合 

こ の 項 の １ 、 ２ 又 は ３ に 掲 げ る

額 に 、 ７ ４ の 項 の １ 、 ２ 又 は ３

の 右 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当 該 手 数 料 の 額 を 加 算 し

た 額 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７８の部中「（同法第 

８７条第１項において準用する場合を含む。）」を「又は同法第１８ 

条第２０項」に、 

「  

 一の建築設備につき １７

，０００円 

                             」 
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に

を

に

「 

１ ２に掲げる場合以外の場合 一の建築設備につき ２１

，０００円 

２ 追加説明書に対する審査を

伴う場合 

この項の１に掲げる額に、

７５の項の２に掲げる額を

加算した額 

                           」 

改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表７９の部中「（同法第 

８７条第１項において準用する場合を含む。）」を「又は同法第１８ 

条第２０項」に、 

「  

 一の工作物につき １１，

０００円 

                             」 

「 

１  ２に掲げる場合以外の場合 一の工作物につき １５，

０００円 

２ 追加説明書に対する審査を

伴う場合 

この項の１に掲げる額に、

７６の項の２に掲げる額を

加算した額 

                           」 

改める。 

 別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８０の部１の項中「２ 

に」を「２又は３に」に改め、同項第１号及び第２号を次のように改 

める。 

(1) (2)に掲げる場合以外の場合 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの ２０，０００ 

 円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル 

以内のもの ２２，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メート 

ル以内のもの ３１，０００円 
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エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００平方メート 

ル以内のもの ４１，０００円 

オ 床面積の合計が５００平方メートルを超え１，０００平方メ 

ートル以内のもの ６０，０００円 

カ 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平 

方メートル以内のもの ７７，０００円 

キ 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００ 

平方メートル以内のもの １７６，０００円 

ク 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，００ 

０平方メートル以内のもの ２８２，０００円 

ケ 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの ５ 

１３，０００円 

(2) 建築基準法第７条の５の規定の適用を受ける場合（２以上の建 

築物がある場合においては、全ての建築物が同項の規定の適用を 

受ける場合に限る。）であって、床面積の合計が２００平方メー 

トル以内のものであるとき。 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの １５，０００ 

 円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル 

以内のもの １８，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メート 

ル以内のもの ２５，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８０の部１の項第３号 

から第９号までを削り、同部２の項中「特定建築行為」を「要確認特 

定建築行為等」に改め、「場合」の次に「（３に掲げる場合を除く。 

）」を加え、同部に次のように加える。 

３  追 加 説 明 書 に 対 す る 審 査 を

伴 う 場 合 

こ の 項 の １ 又 は ２ に 掲 げ る 額 に

、 ７ ４ の 項 の １ 、 ２ 又 は ３ の 右

欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 当 該 手 数 料 の 額 を 加 算 し た 額

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８１の部中 
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を

に

「  

 １６，０００円

                             」 

「 

１  ２に掲げる場合以外の場合 ２０，０００円

２ 追加説明書に対する審査を

伴う場合 

この項の１に掲げる額に、

７５の項の２に掲げる額を

加算した額 

                           」 

改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８２の部中「（同法第 

８７条第１項において準用する場合を含む。）」を「又は同法第１８ 

条第２９項」に改め、同部第１号及び第２号を次のように改める。 

 (1) (2)に掲げる場合以外の場合 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの １８，０００ 

 円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル 

以内のもの ２２，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メート 

ル以内のもの ３１，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００平方メート 

ル以内のもの ４２，０００円 

オ 床面積の合計が５００平方メートルを超え１，０００平方メ 

ートル以内のもの ５７，０００円 

カ 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平 

方メートル以内のもの ７４，０００円 

キ 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００ 

平方メートル以内のもの １６６，０００円 

ク 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，００ 

０平方メートル以内のもの ２５７，０００円 

ケ 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの ４ 
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７３，０００円 

(2) 建築基準法第７条の５の規定の適用を受ける場合（２以上の建 

築物がある場合においては、全ての建築物が同項の規定の適用を 

受ける場合に限る。）であって、床面積の合計が２００平方メー 

トル以内のものであるとき。 

ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの １５，０００ 

 円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル 

以内のもの １８，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メート 

ル以内のもの ２４，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８３の部中「（同法第 

８７条第１項において準用する場合を含む。）」を「又は同法第１８ 

条第２９項」に、「１６，０００円」を「２０，０００円」に改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８４の部中「（同法第 

８７条第１項において準用する場合を含む。）」を「又は同法第１８ 

条第２９項」に、「１１，０００円」を「１６，０００円」に改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の部中「及び認定 

」を「、認定及び指定」に改め、同部１の項中「第２号」の次に「又 

は第１８条第３８項第１号及び第２号」を加え、同部中５４の項を５ 

５の項とし、２の項から５３の項までを１項ずつ繰り下げ、１の項の 

次に次のように加える。 

２  建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第 １ 項

第 ５ 号 の 規 定 に 基 づ く 道 路 の

位 置 の 指 定 又 は 位 置 の 指 定 を

受 け た 道 路 の 変 更 若 し く は 廃

止 

(1) 道 路 の 位 置 の 指 定 又 は 位 置

の 指 定 を 受 け た 道 路 の 変 更 ５

０ ， ０ ０ ０ 円 

(2) 位 置 の 指 定 を 受 け た 道 路 の

廃 止  ２ ５ ， ０ ０ ０ 円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の２の部１の項第 

１号ア及びイを次のように改める。 

ア 一戸建ての住宅 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ６９ , ０ 
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００円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ８０ , ０ 

００円 

イ 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅（以下こ 

の項、８５の３の項、８５の８の項及び８５の９の項において 

「共同住宅等」という。） 

（ア） 住戸の数が１のもの ７８７，０００円（床面積の合計が 

１，５００平方メートル以内のものであって、鉄骨造又は木 

造のものにあっては、１６２，０００円） 

（イ） 住戸の数が２以上５以下のもの ８１２，０００円（床面 

積の合計が１，５００平方メートル以内のものであって、鉄 

骨造又は木造のものにあっては、１９０，０００円） 

（ウ） 住戸の数が６以上１０以下のもの ８４４，０００円（床 

面積の合計が１，５００平方メートル以内のものであって、 

鉄骨造又は木造のものにあっては、２３９，０００円） 

（エ） 住戸の数が１１以上３０以下のもの ９２１，０００円（ 

床面積の合計が１，５００平方メートル以内のものであって、 

鉄骨造又は木造のものにあっては、３５５，０００円） 

（オ） 住戸の数が３１以上５０以下のもの １，１２７，０００ 

円 

（カ） 住戸の数が５１以上１００以下のもの １，８７０，００ 

０円 

（キ） 住戸の数が１０１以上２００以下のもの ２，８６１，０ 

００円 

（ク） 住戸の数が２０１以上３００以下のもの ３，７６２，０ 

００円 

（ケ） 住戸の数が３０１以上のもの ４，６３８，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の２の部１の項第 

１号ウからケまでを削り、同項第２号ア中「１２，０００円」を「１ 

４，０００円」に改め、同号イ中「２２，０００円」を「２５，００ 
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０円」に改め、同号ウ中「３６，０００円」を「４１，０００円」に 

改め、同号エ中「６１，０００円」を「６９，０００円」に改め、同 

号オ中「９７，０００円」を「１０９，０００円」に改め、同号カ中 

「１５０，０００円」を「１６５，０００円」に改め、同号キ中「２ 

５０，０００円」を「２７６，０００円」に改め、同号ク中「３２０ 

，０００円」を「３５２，０００円」に改め、同号ケ中「３６０，０ 

００円」を「４０３，０００円」に改め、同部２の項中「７４の項の 

１又は２」を「７４の項の１、２又は３」に改め、同部３の項第１号 

ア及びイを次のように改める。 

ア 一戸建ての住宅 １７０，０００円 

イ 共同住宅等 

（ア） 住戸の数が１のもの ４５４，０００円 

（イ） 住戸の数が２以上５以下のもの ５５０，０００円 

（ウ） 住戸の数が６以上１０以下のもの ６７４，０００円 

（エ） 住戸の数が１１以上３０以下のもの １，１１０，０００ 

円 

（オ） 住戸の数が３１以上５０以下のもの １，５６９，０００ 

円 

（カ） 住戸の数が５１以上１００以下のもの ２，６４３，００ 

０円 

（キ） 住戸の数が１０１以上２００以下のもの ４，８０１，０ 

００円 

（ク） 住戸の数が２０１以上３００以下のもの ６，８９４，０ 

００円 

（ケ） 住戸の数が３０１以上のもの ８，９５４，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の２の部３の項第 

１号ウからケまでを削り、同項第２号ア中「１８，０００円」を「２ 

１，０００円」に改め、同号イ中「３３，０００円」を「３８，００ 

０円」に改め、同号ウ中「５５，０００円」を「６３，０００円」に 

改め、同号エ中「９１，０００円」を「１０４，０００円」に改め、 
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同号オ中「１５０，０００円」を「１６６，０００円」に改め、同号 

カ中「２２０，０００円」を「２５０，０００円」に改め、同号キ中 

「３８０，０００円」を「４２９，０００円」に改め、同号ク中「４ 

８０，０００円」を「５４１，０００円」に改め、同号ケ中「５５０ 

，０００円」を「６２１，０００円」に改め、同部４の項中「７４の 

項の１又は２」を「７４の項の１、２又は３」に改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の３の部１の項第 

１号ア及びイを次のように改める。 

 ア 一戸建ての住宅 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ３７ , ０ 

００円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ４３ , ０ 

００円 

イ 共同住宅等 

（ア） 住戸の数が 1 のもの ３９７ , ０００円（床面積の合計が 

１ , ５００平方メートル以内のものであって、鉄骨造又は木 

造のものにあっては、８４ , ０００円） 

（イ） 住戸の数が２以上５以下のもの ４１２ , ０００円（床面 

積の合計が１ , ５００平方メートル以内のものであって、鉄 

骨造又は木造のものにあっては、１０１ , ０００円） 

（ウ） 住戸の数が６以上１０以下のもの ４３４ , ０００円（床 

面積の合計が１ , ５００平方メートル以内のものであって、 

鉄骨造又は木造のものにあっては、１３１ , ０００円） 

（エ） 住戸の数が１１以上３０以下のもの ４７７ , ０００円（ 

床面積の合計が１ , ５００平方メートル以内のものであって、 

鉄骨造又は木造のものにあっては、１９４ , ０００円） 

（オ） 住戸の数が３１以上５０以下のもの ５９４ , ０００円 

（カ） 住戸の数が５１以上１００以下のもの ９９０ , ０００円 

（キ） 住戸の数が１０１以上２００以下のもの １ , ５２２ , ０ 

００円 
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（ク） 住戸の数が２０１以上３００以下のもの １ , ９９３ , ０ 

００円 

（ケ） 住戸の数が３０１以上のもの ２ , ４４０ , ０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の３の部１の項第 

１号ウからケまでを削り、同項第２号ア中「９，０００円」を「１０ 

，０００円」に改め、同号イ中「１７，０００円」を「１９，０００ 

円」に改め、同号ウ中「２９，０００円」を「３２，０００円」に改 

め、同号エ中「４６，０００円」を「５１，０００円」に改め、同号 

オ中「７７，０００円」を「８５，０００円」に改め、同号カ中「１ 

２０，０００円」を「１３７，０００円」に改め、同号キ中「２１０ 

，０００円」を「２２９，０００円」に改め、同号ク中「２６０，０ 

００円」を「２８８，０００円」に改め、同号ケ中「２９０，０００ 

円」を「３２３，０００円」に改め、同部２の項中「７４の項の１又 

は２」を「７４の項の１、２又は３」に改め、同部３の項第１号ア及 

びイを次のように改める。 

ア 一戸建ての住宅 ９０ , ０００円 

イ 共同住宅等 

（ア） 住戸の数が１のもの ２３２ , ０００円 

（イ） 住戸の数が２以上５以下のもの ２８５ , ０００円 

（ウ） 住戸の数が６以上１０以下のもの ３５４ , ０００円 

（エ） 住戸の数が１１以上３０以下のもの ５８１ , ０００円 

（オ） 住戸の数が３１以上５０以下のもの ８３５ , ０００円 

（カ） 住戸の数が５１以上１００以下のもの １ , ４０６ , ００ 

０円 

（キ） 住戸の数が１０１以上２００以下のもの ２，５３４，０ 

００円 

（ク） 住戸の数が２０１以上３００以下のもの ３，６１３，０ 

００円 

（ケ） 住戸の数が３０１以上のもの ４，６５１，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の３の部３の項第 
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１号ウからケまでを削り、同項第２号ア中「１４，０００円」を「１ 

６，０００円」に改め、同号イ中「２６，０００円」を「２９，００ 

０円」に改め、同号ウ中「４３，０００円」を「４８，０００円」に 

改め、同号エ中「６９，０００円」を「７８，０００円」に改め、同 

号オ中「１２０，０００円」を「１３４，０００円」に改め、同号カ 

中「１９０，０００円」を「２１０，０００円」に改め、同号キ中「 

３１０，０００円」を「３４８，０００円」に改め、同号ク中「３９ 

０，０００円」を「４３７，０００円」に改め、同号ケ中「４３０， 

０００円」を「４８７，０００円」に改め、同部４の項中「７４の項 

の１又は２」を「７４の項の１、２又は３」に改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の６の部１の項第

１号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

(1) 一戸建ての住宅、共同住宅又は住宅部分を含む複合建築物の認

定のとき。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の６の部１の項第 

１号ア中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１５条 

第１項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１ 

４条第１項」に改め、「及び８５の１５の項」を削り、「「登録建築 

物エネルギー消費性能判定機関」を「「登録建築物エネルギー消費性 

能判定機関等」に改め、同号ア（ア） 中「３４，０００円」を「５０， 

０００円」に改め、同号ア（イ） 中「６９，０００円」を「９９，００ 

０円」に改め、同号ア（ウ） 中「９８，０００円」を「１４２，０００ 

円」に改め、同号ア（エ） 中「１３７，０００円」を「２０４，０００ 

円」に改め、同号ア（オ） 中「１９７，０００円」を「３００，０００ 

円」に改め、同号ア（カ） 中「２８２，０００円」を「４４９，０００ 

円」に改め、同号ア（キ） 中「３８３，０００円」を「６３１，０００ 

円」に改め、同号ア（ク） 中「５０２，０００円」を「８１９，０００ 

円」に改め、同号ア（ケ） 中「５８９，０００円」を「９４１，０００ 

円」に改め、同号イ（ア） 中「５，０００円」を「６，０００円」に改 

め、同号イ（イ） 中「９，０００円」を「１１，０００円」に改め、同 
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号イ（ウ） 中「１６，０００円」を「１９，０００円」に改め、同号イ

（エ） 中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め、同号イ（オ） 

中「４５，０００円」を「５１，０００円」に改め、同号イ（カ） 中「 

８１，０００円」を「９０，０００円」に改め、同号イ（キ） 中「１２ 

８，０００円」を「１４２，０００円」に改め、同号イ（ク） 中「１６ 

２，０００円」を「１７９，０００円」に改め、同号イ（ケ） 中「１７ 

３，０００円」を「１９１，０００円」に改め、同項第２号中「共同 

住宅の住棟全体の認定又は住戸部分の認定を含む住棟全体の認定のと 

き（共用部分を合計しない評価方法である場合を除く。）」を「 (1)  

の住宅部分に共用部分があるとき」に改め、同号ア（ア） 中「１０９， 

０００円」を「１４９，０００円」に改め、同号ア（イ） 中「１８０， 

０００円」を「２５８，０００円」に改め、同号ア（ウ） 中「２８１， 

０００円」を「４４８，０００円」に改め、同号ア（エ） 中「３６１， 

０００円」を「６０３，０００円」に改め、同号ア（オ） 中「４３１， 

０００円」を「７３１，０００円」に改め、同号ア（カ） 中「５０２， 

０００円」を「８６８，０００円」に改め、同号イ（ア） 中「９，００ 

０円」を「１１，０００円」に改め、同号イ（イ） 中「２７，０００円 

」を「３１，０００円」に改め、同号イ（ウ） 中「８１，０００円」を 

「９０，０００円」に改め、同号イ（エ） 中「１２８，０００円」を「 

１４２，０００円」に改め、同号イ（オ） 中「１６２，０００円」を「 

１７９，０００円」に改め、同号イ（カ） 中「２０３，０００円」を「 

２２４，０００円」に改め、同項第３号ア（ア） 中「建築物エネルギー 

消費性能基準等を定める省令」の次に「（平成２８年経済産業省・国 

土交通省令第１号）」を加え、「、８５の１３の項及び８５の１５の 

項」を「及び８５の１３の項」に、「８７，０００円」を「１１６， 

０００円」に、「１１０，０００円」を「１５３，０００円」に、「 

１５０，０００円」を「２０７，０００円」に、「２４０，０００円 

」を「３７９，０００円」に、「３１０，０００円」を「５２２，０ 

００円」に、「３７０，０００円」を「６３６，０００円」に、「４ 

３０，０００円」を「７６１，０００円」に改め、同号ア（イ） 中「２ 
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３０，０００円」を「２８４，０００円」に、「２８０，０００円」 

を「３６１，０００円」に、「３７０，０００円」を「４７３，００ 

０円」に、「５２０，０００円」を「７２５，０００円」に、「６４ 

０，０００円」を「９２７，０００円」に、「７６０，０００円」を 

「１，１０７，０００円」に、「８７０，０００円」を「１，２８４ 

，０００円」に改め、同号イ（ア） 中「９，３００円」を「１１，００ 

０円」に改め、同号イ（イ） 中「１６，０００円」を「１８，０００円 

」に改め、同号イ（ウ） 中「２７，０００円」を「２９，０００円」に 

改め、同号イ（エ） 中「８０，０００円」を「８５，０００円」に改め、

同号イ（オ） 中「１３０，０００円」を「１３４，０００円」に改め、 

同号イ（カ） 中「１６０，０００円」を「１６９，０００円」に改め、 

同号イ（キ） 中「２００，０００円」を「２１１，０００円」に改め、 

同項第４号中「又は住戸部分の認定を含む建築物全体の認定」を削り、

同部２の項第１号中「の認定若しくは共同住宅若しくは住宅部分を含 

む複合建築物における住戸部分のみの認定のとき、又は共同住宅の住 

棟全体の認定若しくは住宅部分の認定を含む住棟全体の認定のとき（ 

共用部分を合計しない評価方法である場合に限る。）」を「、共同住 

宅又は住宅部分を含む複合建築物のとき」に改め、同項第２号中「共 

同住宅の住棟全体の認定又は住戸部分の認定を含む住棟全体の認定の 

とき（共用部分を合計しない評価方法である場合を除く。）」を「(1 

) の住宅部分に共用部分があるとき」に改め、同項第４号中「又は住 

戸部分の認定を含む建築物全体の認定」を削る。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の７の部１の項第 

１号中「の認定若しくは共同住宅若しくは住宅部分を含む複合建築物 

における住戸部分のみの認定のとき、又は共同住宅の住棟全体の認定 

若しくは住宅部分の認定を含む住棟全体の認定のとき（共用部分を合 

計しない評価方法である場合に限る。）」を「、共同住宅又は住宅部 

分を含む複合建築物の認定のとき」に改め、同号ア（ア） 中「１９，０ 

００円」を「３０，０００円」に改め、同号ア（イ） 中「３９，０００ 

円」を「６０，０００円」に改め、同号ア（ウ） 中「５６，０００円」 
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を「９０，０００円」に改め、同号ア（エ） 中「８１，０００円」を「 

１３４，０００円」に改め、同号ア（オ） 中「１２０，０００円」を「 

２０４，０００円」に改め、同号ア（カ） 中「１８０，０００円」を「 

３２１，０００円」に改め、同号ア（キ） 中「２５３，０００円」を「 

４６９，０００円」に改め、同号ア（ク） 中「３２９，０００円」を「 

６０３，０００円」に改め、同号ア（ケ） 中「３７８，０００円」を「 

６７７，０００円」に改め、同号イ（イ） 中「９，０００円」を「１０ 

，０００円」に改め、同号イ（ウ） 中「１６，０００円」を「１８，０ 

００円」に改め、同号イ（エ） 中「２７，０００円」を「３０，０００ 

円」に改め、同号イ（オ） 中「４５，０００円」を「５０，０００円」 

に改め、同号イ（カ） 中「８１，０００円」を「８９，０００円」に改 

め、同号イ（キ） 中「１２８，０００円」を「１４１，０００円」に改 

め、同号イ（ク） 中「１６２，０００円」を「１７８，０００円」に改 

め、同号イ（ケ） 中「１７３，０００円」を「１９０，０００円」に改 

め、同項第２号中「共同住宅の住棟全体の認定又は住戸部分の認定を 

含む住棟全体の認定のとき（共用部分を合計しない評価方法である場 

合を除く。）」を「 (1) の住宅部分に共用部分があるとき」に改め、 

同号ア（ア） 中「５９，０００円」を「８５，０００円」に改め、同号 

ア（イ） 中「１０３，０００円」を「１６１，０００円」に改め、同号 

ア（ウ） 中「１８０，０００円」を「３２１，０００円」に改め、同号 

ア（エ） 中「２４３，０００円」を「４５６，０００円」に改め、同号 

ア（オ） 中「２９５，０００円」を「５６０，０００円」に改め、同号 

ア（カ） 中「３５０，０００円」を「６７７，０００円」に改め、同号 

イ（ア） 中「９，０００円」を「１０，０００円」に改め、同号イ（イ） 

中「２７，０００円」を「３０，０００円」に改め、同号イ（ウ） 中「 

８１，０００円」を「８９，０００円」に改め、同号イ（エ） 中「１２ 

８，０００円」を「１４１，０００円」に改め、同号イ（オ） 中「１６ 

２，０００円」を「１７８，０００円」に改め、同号イ（カ） 中「２０ 

３，０００円」を「２２３，０００円」に改め、同項第３号ア（ア） 中 

「４８，０００円」を「６９，０００円」に、「６３，０００円」を 
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「９６，０００円」に、「８６，０００円」を「１３５，０００円」 

に、「１６０，０００円」を「２８５，０００円」に、「２２０，０ 

００円」を「４１２，０００円」に、「２６０，０００円」を「５１ 

０，０００円」に、「３２０，０００円」を「６２０，０００円」に 

改め、同号ア（イ） 中「１２０，０００円」を「１５３，０００円」に、

「１５０，０００円」を「２００，０００円」に、「２００，０００ 

円」を「２６８，０００円」に、「３００，０００円」を「４５８， 

０００円」に、「３９０，０００円」を「６１５，０００円」に、「 

４６０，０００円」を「７４５，０００円」に、「５３０，０００円 

」を「８８２，０００円」に改め、同号イ（ア） 中「９，３００円」を 

「１０，０００円」に改め、同号イ（イ） 中「１６，０００円」を「１ 

７，０００円」に改め、同号イ（ウ） 中「２７，０００円」を「２８， 

０００円」に改め、同号イ（エ） 中「８０，０００円」を「８４，００ 

０円」に改め、同号イ（オ） 中「１３０，０００円」を「１３３，００ 

０円」に改め、同号イ（カ） 中「１６０，０００円」を「１６８，００ 

０円」に改め、同号イ（キ） 中「２００，０００円」を「２１０，００ 

０円」に改め、同項第４号中「又は住戸部分の認定を含む建築物全体 

の認定」を削り、同部２の項第１号中「の認定若しくは共同住宅若し 

くは住宅部分を含む複合建築物における住戸部分のみの認定のとき、 

又は共同住宅の住棟全体の認定若しくは住宅部分の認定を含む住棟全 

体の認定のとき（共用部分を合計しない評価方法である場合に限る。 

）」を「、共同住宅又は住宅部分を含む複合建築物の認定のとき」に 

改め、同項第２号中「共同住宅の住棟全体の認定又は住戸部分の認定 

を含む住棟全体の認定のとき（共用部分を合計しない評価方法である 

場合を除く。）」を「 (1) の住宅部分に共用部分があるとき」に改め、

同項第４号中「又は住戸部分の認定を含む建築物全体の認定」を削る。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の８の部中「第１ 

２条第１項又は第１３条第２項」を「第１１条第１項又は第１２条第 

２項」に改め、同部１の項中「工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供 

するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場又は火葬 
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場若しくはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設（以下 

この項から８５の１０の項までにおいて「工場等」という。）」を「 

工場等」に、「３に」を「４に」に改め、同項第１号カ中「特定建築 

行為」を「要確認特定建築行為等」に、「２２０，０００円」を「２ 

６５，０００円」に改め、同号カを同号キとし、同号オ中「特定建築 

行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１８０，０００円」を「２ 

１４，０００円」に改め、同号オを同号カとし、同号エ中「特定建築 

行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１４０，０００円」を「１ 

７２，０００円」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「特定建築 

行為」を「要確認特定建築行為等」に、「９５，０００円」を「１１ 

５，０００円」に改め、同号ウを同号エとし、同号イ中「特定建築行 

為」を「要確認特定建築行為等」に、「３７，０００円」を「４６， 

０００円」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「２６，０００円」を「３３，００ 

０円」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加え 

る。 

  ア 要確認特定建築行為等に係る非住宅部分の床面積の合計が３ 

００平方メートル未満のもの ２３，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の８の部１の項第 

２号カ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「２３０ 

，０００円」を「２７６，０００円」に改め、同号カを同号キとし、 

同号オ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１９０ 

，０００円」を「２２３，０００円」に改め、同号オを同号カとし、 

同号エ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１５０ 

，０００円」を「１８１，０００円」に改め、同号エを同号オとし、 

同号ウ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１００ 

，０００円」を「１２３，０００円」に改め、同号ウを同号エとし、 

同号イ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「４３， 

０００円」を「５２，０００円」に改め、同号イを同号ウとし、同号 

ア中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「３１，００ 
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０円」を「３８，０００円」に改め、同号アを同号イとし、同号にア 

として次のように加える。 

  ア 要確認特定建築行為等に係る非住宅部分の床面積の合計が３ 

００平方メートル未満のもの ２８，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の８の部２の項中 

「３に」を「３及び４に」に改め、同項第１号カ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「４３０，０００円」を「５２１， 

０００円」に改め、同号カを同号キとし、同号オ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「３７０，０００円」を「４４４， 

０００円」に改め、同号オを同号カとし、同号エ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「３１０，０００円」を「３７０， 

０００円」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「２４０，０００円」を「２８３， 

０００円」に改め、同号ウを同号エとし、同号イ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「１５０，０００円」を「１７５， 

０００円」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「１１０，０００円」を「１３３， 

０００円」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように 

加える。 

  ア 要確認特定建築行為等に係る非住宅部分の床面積の合計が３ 

００平方メートル未満のもの １０５，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の８の部２の項第 

２号カ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「８７０ 

，０００円」を「１，０４４，０００円」に改め、同号カを同号キと 

し、同号オ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「７ 

６０，０００円」を「９１５，０００円」に改め、同号オを同号カと 

し、同号エ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「６ 

４０，０００円」を「７７５，０００円」に改め、同号エを同号オと 

し、同号ウ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「５ 

２０，０００円」を「６２９，０００円」に改め、同号ウを同号エと 
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を

に

し、同号イ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「３ 

７０，０００円」を「４４１，０００円」に改め、同号イを同号ウと 

し、同号ア中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「２ 

８０，０００円」を「３４２，０００円」に改め、同号アを同号イと 

し、同号にアとして次のように加える。 

  ア 要確認特定建築行為等に係る非住宅部分の床面積の合計が３ 

００平方メートル未満のもの ２７３，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の８の部３の項中 

「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５条第１項」を 

「第３０条第１項」に、 

「  

８５の１１の項の１の (3) イに掲げる額 

                             」 

「 

(1) 要確認特定建築行為等に係る非住宅の用途に供する場合

 ア  非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満

のもの １２，０００円 

イ  非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満のもの  ２１，０００円 

ウ  非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル

以上２，０００平方メートル未満のもの ３３，０００

円 

エ  非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル

以上５，０００平方メートル未満のもの ９７，０００

円 

オ  非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メートル未満のもの １５３，０

００円 

カ  非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メートル未満のもの  １９３，

０００円 

キ  非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メート

ル以上のもの ２４１，０００円 

(2) 要確認特定建築行為等に係る住宅又は共同住宅等の用途

に供する場合 
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ア  一戸建ての住宅のもの ７，０００円 

イ  共同住宅等における住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの  １２，０００円 

ウ  共同住宅等における住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの 

２５，０００円 

エ  共同住宅等における住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のも

の ５５，０００円 

オ  共同住宅等における住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のもの  ９７，０００円 

                             」 

改め、同項を同部４の項とし、同部２の項の次に次のように加える。 

３  住 宅 の 用 途 に 供 す る 建 築 物

の 場 合 （ ４ に 掲 げ る 場 合 を 除

く 。 ） 

 (1) 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能

基 準 等 を 定 め る 省 令 第 １ 条 第

１ 項 第 ２ 号 イ (1) 及 び 同 号 ロ

(2) に 規 定 す る 基 準 に よ る 評

価 方 法 若 し く は 同 号 イ (2) 及

び 同 号 ロ (1) に 規 定 す る 基 準

に よ る 評 価 方 法 又 は 同 号 イ た

だ し 書 及 び 同 号 ロ に 規 定 す る

基 準 に よ る 評 価 方 法 （ 以 下 こ

の 項 か ら ８ ５ の １ ０ の 項 ま で

に お い て 「 仕 様 計 算 併 用 法 等

」 と い う 。 ） に よ る も の   

 ア  一 戸 建 て の 住 宅 の も の  

３ ３ ， ０ ０ ０ 円 

 イ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

 ６ ２ ， ０ ０ ０ 円 

ウ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ ， ０

０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の  １ ０ ３ ， ０ ０ ０ 円 

エ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ２ ，
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 ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ５

， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の  １ ７ ９ ， ０ ０ ０ 円

オ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ５ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の

も の  ２ ６ ２ ， ０ ０ ０ 円 

(2) 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 第 ２ 条 第 １ 項 イ 又 は ロ に

に 規 定 す る 基 準 （ 以 下 「 仕 様

基 準 等 」 と い う 。 ） に よ る 評

価 方 法 に よ る も の  ７ ４ の 項

の ３ に 掲 げ る 額 

(3) 仕 様 計 算 併 用 法 等 及 び 仕 様

基 準 等 に よ る 評 価 方 法 以 外 の

評 価 方 法 に よ る も の 

ア  一 戸 建 て の 住 宅 の も の  

４ ４ ， ０ ０ ０ 円 

イ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

 ８ ３ ， ０ ０ ０ 円 

ウ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ ， ０

０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の  １ ３ ９ ， ０ ０ ０ 円 

エ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ２ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ５

， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の  ２ ３ ５ ， ０ ０ ０ 円

オ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ５ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の

も の  ３ ３ ７ ， ０ ０ ０ 円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の８の部に次のよ 

うに加える。 
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５  一 の 建 築 物 に つ き 、 １ か ら

３ ま で に 掲 げ る 用 途 に 供 す る

部 分 を 含 む 複 合 建 築 物 の 場 合

こ の 項 の １ か ら ３ ま で に 掲 げ る

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 １ か

ら ３ ま で に 定 め る 額 を 合 算 し た

額 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の９の部中「第１ 

２条第２項又は第１３条第３項」を「第１１条第２項又は第１２条第 

３項」に改め、同部１の項中「３に」を「４に」に改め、同項第１号 

カ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「２１０，０ 

００円」を「２５２，０００円」に改め、同号カを同号キとし、同号 

オ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１７０，０ 

００円」を「２０２，０００円」に改め、同号オを同号カとし、同号 

エ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１３０，０ 

０円」を「１６２，０００円」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ 

中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「８７，０００ 

円」を「１０５，０００円」に改め、同号ウを同号エとし、同号イ中 

「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「３２，０００円 

」を「３８，０００円」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中「特 

定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「２１，０００円」を 

「２６，０００円」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次 

のように加える。 

  ア 要確認特定建築行為等に係る非住宅部分の床面積の合計が３ 

００平方メートル未満のもの １７，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の９の部１の項第 

２号カ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「２１０ 

，０００円」を「２５８，０００円」に改め、同号カを同号キとし、 

同号オ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１７０ 

，０００円」を「２０７，０００円」に改め、同号オを同号カとし、 

同号エ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１４０ 

，０００円」を「１６６，０００円」に改め、同号エを同号オとし、 

同号ウ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「９１， 

０００円」を「１０９，０００円」に改め、同号ウを同号エとし、同 
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号イ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「３５，０ 

００円」を「４２，０００円」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア 

中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「２４，０００ 

円」を「２８，０００円」に改め、同号アを同号イとし、同号にアと 

して次のように加える。 

  ア 要確認特定建築行為等に係る非住宅部分の床面積の合計が３ 

００平方メートル未満のもの １９，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の９の部２の項中 

「３に」を「３及び４に」に改め、同項第１号カ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「３２０，０００円」を「３８０， 

０００円」に改め、同号カを同号キとし、同号オ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「２６０，０００円」を「３１８， 

０００円」に改め、同号オを同号カとし、同号エ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「２２０，０００円」を「２６０， 

０００円」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「１６０，０００円」を「１８９， 

０００円」に改め、同号ウを同号エとし、同号イ中「特定建築行為」 

を「要確認特定建築行為等」に、「８６，０００円」を「１０３，０ 

００円」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中「特定建築行為」を 

「要確認特定建築行為等」に、「６３，０００円」を「７６，０００ 

円」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。 

  ア 要確認特定建築行為等に係る非住宅部分の床面積の合計が３ 

００平方メートル未満のもの ５８，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の９の部２の項第 

２号カ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「５３０ 

，０００円」を「６４２，０００円」に改め、同号カを同号キとし、 

同号オ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「４６０ 

，０００円」を「５５３，０００円」に改め、同号オを同号カとし、 

同号エ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「３９０ 

，０００円」を「４６３，０００円」に改め、同号エを同号オとし、 
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を

に

同号ウ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「３００ 

，０００円」を「３６２，０００円」に改め、同号ウを同号エとし、 

同号イ中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「２００ 

，０００円」を「２３６，０００円」に改め、同号イを同号ウとし、 

同号ア中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為等」に、「１５０ 

，０００円」を「１８０，０００円」に改め、同号アを同号イとし、 

同号にアとして次のように加える。 

  ア 要確認特定建築行為等に係る非住宅部分の床面積の合計が３ 

００平方メートル未満のもの １４２，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の９の部３の項中 

「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５条第１項」を 

「第３０条第１項」に、 

「  

８５の１１の項の１の (3) イに掲げる額 

                             」 

「 

(1) 要確認特定建築行為等に係る非住宅の用途に供する場合

 ア  非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満

のもの １１，０００円 

イ  非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満のもの  ２０，０００円 

ウ  非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル

以上２，０００平方メートル未満のもの ３２，０００

円 

エ  非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル

以上５，０００平方メートル未満のもの ９６，０００

円 

オ  非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メートル未満のもの １５２，０

００円 

カ  非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メートル未満のもの  １９２，

０００円 

キ  非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メート
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ル以上のもの ２４０，０００円 

(2) 要確認特定建築行為等に係る住宅又は共同住宅等の用途

に供する場合 

ア  一戸建ての住宅のもの  ６，０００円 

イ  共同住宅等における住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの  １１，０００円 

ウ  共同住宅等における住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

２４，０００円 

エ  共同住宅等における住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のも

の ５４，０００円 

オ  共同住宅等における住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のもの ９６，０００円 

                             」 

改め、同項を同部４の項とし、同部２の項の次に次のように加える。 

３  住 宅 の 用 途 に 供 す る 建 築 物

の 場 合 （ ４ に 掲 げ る 場 合 を 除

く 。 ） 

(1) 仕 様 計 算 併 用 法 等 に よ る も

の   

 ア  一 戸 建 て の 住 宅 の も の  

１ ９ ， ０ ０ ０ 円 

 イ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

 ３ ６ ， ０ ０ ０ 円 

ウ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ ， ０

０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の  ６ ３ ， ０ ０ ０ 円 

エ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ２ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ５

， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の  １ １ ６ ， ０ ０ ０ 円 

オ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ５ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の

も の  １ ７ ８ ， ０ ０ ０ 円 
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  (2) 仕 様 基 準 等 に よ る 評 価 方 法

に よ る も の  ７ ４ の 項 の ３ に

掲 げ る 額 

(3) 仕 様 計 算 併 用 法 等 及 び 仕 様

基 準 等 に よ る 評 価 方 法 以 外

の 評 価 方 法 に よ る も の 

ア  一 戸 建 て の 住 宅 の も の  

２ ４ ， ０ ０ ０ 円 

イ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

 ４ ７ ， ０ ０ ０ 円 

ウ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ ， ０

０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の  ８ １ ， ０ ０ ０ 円 

エ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ２ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ５

， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の  １ ４ ４ ， ０ ０ ０ 円

オ  共 同 住 宅 等 に お け る 住 宅

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ５ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の

も の  ２ １ ６ ， ０ ０ ０ 円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の９の部に次のよ 

うに加える。 

５  一 の 建 築 物 に つ き 、 １ か ら

３ ま で に 掲 げ る 用 途 に 供 す る

部 分 を 含 む 複 合 建 築 物 の 場 合

こ の 項 の １ か ら ３ ま で に 掲 げ る

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 １ か

ら ３ ま で に 定 め る 額 を 合 算 し た

額 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１０の部中「（ 

平成２８年国土交通省令第５号）第１１条」を「第１３条」に改め、 

同部２の項中「工場等以外」の次に「（３に掲げる場合を除く。）」 

を加え、同部に次のように加える。 
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３  住 宅 の 用 途 に 供 す る 建 築 物

の 場 合 

(1) 仕 様 計 算 併 用 法 等 に よ る も

の  ８ ５ の ９ の 項 の ３ の (1)

に 掲 げ る 額 

(2) 仕 様 基 準 等 に よ る 評 価 方 法

に よ る も の  ７ ４ の 項 の ３ に

掲 げ る 額 

(3) 仕 様 計 算 併 用 法 等 及 び 仕 様

基 準 等 に よ る 評 価 方 法 以 外 の

評 価 方 法 に よ る も の  ８ ５ の

９ の 項 の ３ の (3) に 掲 げ る 額

４  一 の 建 築 物 に つ き 、 １ か ら

３ ま で に 掲 げ る 用 途 に 供 す る

部 分 を 含 む 複 合 建 築 物 の 場 合

こ の 項 の １ か ら ３ ま で に 掲 げ る

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 １ か

ら ３ ま で に 定 め る 額 を 合 算 し た

額 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１１の部中「第 

３４条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同部１の項中「第３５ 

条第２項」を「第３０条第２項」に改め、同項第１号アを次のように 

改める。 

  ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第１項に規定す 

   る設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準（平成１３年国 

   土交通省告示第１３４６号）別表１に掲げる断熱等性能等級４ 

及び一次エネルギー消費量等級５に適合している場合に限る。 

）（以下この項及び８５の１３の項において「設計住宅性能評 

価書」という。）、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等 

が、建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー 

消費性能の向上等に関する法律第３０条第１項各号に掲げる基 

準に適合することを証する書面その他建築物エネルギー消費性 

能向上計画が同項各号に掲げる基準に適合することを証するも 

のとして市長が定めるもの（以下この項及び８５の１３の項に 

おいて「建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査 

適合証等」という。）がないとき ５０，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１１の部１の項 

第１号イ中「とき。」を「とき」に、「４，７００円」を「６，００ 
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０円」に改め、同項第２号ア（ア） 中「６９，０００円」を「９５，０ 

００円」に改め、同号ア（イ） 中「１１０，０００円」を「１６３，０ 

００円」に改め、同号ア（ウ） 中「２００，０００円」を「２８９，０ 

００円」に改め、同号ア（エ） 中「２８０，０００円」を「４３３，０ 

００円」に改め、同号イ（ア） 中「９，３００円」を「１１，０００円 

」に改め、同号イ（イ） 中「２０，０００円」を「２２，０００円」に 

改め、同号イ（ウ） 中「４５，０００円」を「４８，０００円」に改め、

同号イ（エ） 中「８０，０００円」を「８５，０００円」に改め、同項 

第３号ア（ア） 中「８７，０００円」を「１１６，０００円」に、「１ 

１０，０００円」を「１５３，０００円」に、「１５０，０００円」 

を「２０７，０００円」に、「２４０，０００円」を「３７９，００ 

０円」に、「３１０，０００円」を「５２２，０００円」に、「３７ 

０，０００円」を「６３６，０００円」に、「４３０，０００円」を 

「７６１，０００円」に改め、同号ア（イ） 中「２３０，０００円」を 

「２８４，０００円」に、「２８０，０００円」を「３６１，０００ 

円」に、「３７０，０００円」を「４７３，０００円」に、「５２０ 

，０００円」を「７２５，０００円」に、「６４０，０００円」を「 

９２７，０００円」に、「７６０，０００円」を「１，１０７，００ 

０円」に、「８７０，０００円」を「１，２８４，０００円」に改め、

同号イ（ア） 中「９，３００円」を「１１，０００円」に改め、同号イ

（イ） 中「１６，００円」を「１８，０００円」に改め、同号イ（ウ） 中 

「２７，０００円」を「２９，０００円」に改め、同号イ（エ） 中「８ 

０，０００円」を「８５，０００円」に改め、同号イ（オ） 中「１３０ 

，０００円」を「１３４，０００円」に改め、同号イ（カ） 中「１６０ 

，０００円」を「１６９，０００円」に改め、同号イ（キ） 中「２００ 

，０００円」を「２１１，０００円」に改め、同部２の項中「第３５ 

条第２項」を「第３０条第２項」に改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１２の部中「第 

３４条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同部第１号中「第３４ 

条第３項」を「第２９条第３項」に改める。 
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別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１３の部中「第 

３６条第１項」を「第３１条第１項」に、「第３４条第３項」を「第 

２９条第３項」に改め、同部１の項中「第３６条第２項」を「第３１ 

条第２項」に、「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に改め、同 

項第１号アを次のように改める。 

  ア 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画 

に係る技術的審査適合証等がないとき ３０，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１３の部１の項 

第１号イ中「とき。」を「とき」に、「４，７００円」を「５，００ 

０円」に改め、同項第２号ア（ア） 中「３９，０００円」を「５８，０ 

００円」に改め、同号ア（イ） 中「６７，０００円」を「１０５，００ 

０円」に改め、同号ア（ウ） 中「１２０，０００円」を「１９８，００ 

０円」に改め、同号ア（エ） 中「１８０，０００円」を「３１２，００ 

０円」に改め、同号イを次のように改める。 

  イ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画 

に係る技術的審査適合証等があるとき。 

（ア） 住棟部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 １０，０００円 

（イ） 住棟部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満のもの ２１，０００円 

（ウ） 住棟部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５ 

，０００平方メートル未満のもの ４７，０００円 

（エ） 住棟部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上の 

もの ８４，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１３の部１の項 

第３号ア（ア） 中「４８，０００円」を「６９，０００円」に、「６３ 

，０００円」を「９６，０００円」に、「８６，０００円」を「１３ 

５，０００円」に、「１６０，０００円」を「２８５，０００円」に、

「２２０，０００円」を「４１２，０００円」に、「２６０，０００ 

円」を「５１０，０００円」に、「３２０，０００円」を「６２０， 
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０００円」に改め、同号ア（イ） 中「１２０，０００円」を「１５３， 

０００円」に、「１５０，０００円」を「２００，０００円」に、「 

２００，０００円」を「２６８，０００円」に、「３００，０００円 

」を「４５８，０００円」に、「３９０，０００円」を「６１５，０ 

００円」に、「４６０，０００円」を「７４５，０００円」に、「５ 

３０，０００円」を「８８２，０００円」に改め、同号イを次のよう 

に改める。 

 イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証 

  等があるとき。 

（ア） 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のも 

の １０，０００円 

（イ） 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１， 

０００平方メートル未満のもの １７，０００円 

（ウ） 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満のもの ２８，０００円 

（エ） 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のもの ８４，０００円 

（オ） 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のもの １３３，０００円 

（カ） 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以 

上２５，０００平方メートル未満のもの １６８，０００円 

（キ） 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以 

上のもの ２１０，０００円 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１３の部２の項 

中「第３６条第２項」を「第３１条第２項」に、「第３５条第２項」 

を「第３０条第２項」に改める。 

 別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１４の部中「第 

３６条第１項」を「第３１条第１項」に、「第３４条第３項」を「第 

２９条第３項」に改める。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の１５の部を削り、
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同表８７の部を８８の部とし、８６の部の次に次のように加える。 

８ ７  建 築 基 準 法

第 １ ２ 条 第 ８ 項

の 台 帳 の 記 載 事

項 の 証 明 に 関 す

る 事 務 

 １ ， ０ ０ ０ 円

 別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表備考２に次のように加 

える。 

  (5) 追加説明書に対する審査を伴う場合 追加説明書に対する審 

査を伴う部分の床面積の２分の１（床面積が増加する部分にあ 

っては、当該増加する部分の床面積） 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表備考４中「、８５の１ 

３の項の１の (2) 及び８５の１５の項の (2) 」を「及び８５の１３の 

項の１の (2) 」に改め、「評価方法」の次に「（建築物エネルギー消 

費性能基準等を定める省令第４条第３項第２号に規定する基準による 

評価方法をいう。）」を加える。 

附  則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表２標準 

事務以外の事務に係る手数料の表７２の部の次に次のように加える改 

正規定は、同年５月１日から施行する。 
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を削る。

議案第 ５ １ 号 

富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例の一部 

を改正する条例制定の件 

富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例の一部を改 

正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例の一部 

を改正する条例 

 富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例（平成１７ 

年富山市条例第２４５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表中 

「 

富山市奥田賃貸住宅 富山市奥田寿町１８番

富山市奥田賃貸店舗 

                      」 

 第６条第２号中「第３条第３項若しくは第４項」を「第３条第４項 

若しくは第５項」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第６条第２ 

号の改正規定は、公布の日から施行する。 
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議案第 ５ ２ 号 

富山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等 

を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定 

める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久    

 

富山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等 

を定める条例の一部を改正する条例 

富山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定 

める条例（平成２５年富山市条例第２３号）の一部を次のように改正 

する。 

第３条第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学 

を除く。以下同じ。）において土木工学科又はこれに相当する課 

程を修めて卒業した後、３年以上水道、工業用水道、下水道、道 

路又は河川（以下この条において「水道等」という。）に関する 

技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６月以上水道に関 

する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科 

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以上水道等 

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道 

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

第３条第３号中「高等専門学校」の次に「（次号において「短期大 

学等」という。）」を、「修了した後」の次に「。次号において同じ。

」を加え、「水道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（２年６月 

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

」を加え、同条第６号を同条第８号とし、同条第５号中「水道」を「 
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水道等」に改め、「者」の次に「（５年以上水道の工事に関する技術 

上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同条 

第７号とし、同条第４号中「中等教育学校」の次に「（次号において 

「高等学校等」という。）」を加え、「水道」を「水道等」に改め、 

「者」の次に「（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した 

経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同条第５号とし、同号の 

次に次の１号を加える。 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当す 

る課程を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実 

務に従事した経験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実 

  務に従事した経験を有する者に限る。） 

 第３条第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当す 

る課程を修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実 

務に従事した経験を有する者（３年以上水道に関する技術上の実 

務に従事した経験を有する者に限る。）   

第４条第１号を次のように改める。 

(1) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工 

 学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した 

 後（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了し 

 た後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者については３年 

 以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門 

 職大学の前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、  

 同条第５号に規定する学校を卒業した者については７年以上水道 

 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 第４条第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工 

学以外の」を削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科目」 

を「の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土木科並びに 

これらに相当する課程を除く。）」に、「同条第４号」を「同条第５ 

号」に改める。   
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附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ５ ３ 号 

富山市職員定数条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久 

 

富山市職員定数条例の一部を改正する条例 

富山市職員定数条例（平成１７年富山市条例第３５号）の一部を次 

のように改正する。 

第３条第９号中「４７４人」を「４８６人」に改める。 

附  則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 ５ ４ 号 

富山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の 

一部を改正する条例制定の件 

富山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部 

を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久     

 

富山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の 

一部を改正する条例 

富山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成 

１７年富山市条例第２９０号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

 

　退職報償金支給額表

5年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

25年以上
30年未満

30年以上
35年未満

35年以上

（円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

団長 239,000 344,000 459,000 594,000 779,000 979,000 1,079,000

副団長 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000 1,009,000

分団長 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000 949,000

副分団長 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000 909,000

部長及び班長 204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000 834,000

団員 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000 789,000

勤務年数

階級

 

附  則 

（施行期日） 

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の富山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する 

条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防 

団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお 

従前の例による。 
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議案第 ５ ５ 号 

財産の無償貸付の件 

次のとおり土地を無償貸付するため、地方自治法（昭和２２年法律 

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、市議会の議決を求め 

る。 

令和７年２月２７日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 無償で貸付する土地 

  (1) 場   所 富山市楡原字西下島１８７１番３ 

(2) 面   積 ２３，０７２．２７㎡ 

 

２ 貸 付 の 目 的  ＰＰＡによる公共施設（市有遊休地）へのＰＶ 

導入事業用地 

   

３ 貸 付 の 相 手 方  富山市牛島町１５番１号 

北陸電力株式会社 

代表取締役社長社長執行役員 松田 光司 

 

４ 無償貸付の期間 令和７年４月１日から１年間 
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議案第 ５ ６ 号 

市道路線の認定及び廃止の件 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第 

３項の規定により、市道路線を次のとおり認定及び廃止する。 

  令和７年２月２７日提出 

 

              富山市長  藤 井 裕 久 
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市道認定調書 

図面対照 

番 号 
路 線 名 

起         点 

終         点 

6-706 高 木 １ ９ 号 線 
富 山 市 高 木 西 １ 番 ３ 地 先

富 山 市 高 木 西 ２ ８ 番 地 先

6-707 高 木 ２ ０ 号 線 
富 山 市 高 木 西 １ 番 １ 地 先

富 山 市 高 木 西 １ 番 ５ ５ 地 先

6-708 呉羽町西１号線 
富 山 市 呉 羽 町 西 ２４番１０地先

富 山 市 高 木 西 １ 番 ４ ３ 地 先

6-709 高 木 ２ １ 号 線 
富 山 市 呉 羽 町 西 １ 番 １ ８ 地 先

富 山 市 高 木 西 １ 番 ３ ４ 地 先

6-710 呉羽町西２号線 
富 山 市 呉 羽 町 西 １ 番 ７ 地 先

富 山 市 高 木 西 ９ 番 地 先

6-711 高 木 ２ ２ 号 線 
富 山 市 高 木 西 １ 番 １ ０ 地 先

富 山 市 呉 羽 町 西 １ 番 ３ ６ 地 先

6-712 高 木 ２ ３ 号 線 
富 山 市 高 木 西 １ 番 ２ ２ 地 先

富 山 市 呉 羽 町 西 １ 番 ４ ３ 地 先

6-713 呉羽本町２６号線 
富 山 市 呉 羽 町 字 古 鳥 ６２３８番９地 先

富 山 市 呉羽町字一ツ塚 ６２８５番４地 先

6-714 呉羽本町２７号線 
富 山 市 呉 羽 町 字 古 鳥 ６２６８番２地 先

富 山 市 呉 羽 町 字 古 鳥 ６２３８番１０地 先

8-155 安養坊１９号線 
富 山 市 安 養 坊 字 坂 下 ６６５番３９地 先

富 山 市 安 養 坊 字 坂 下 ６６０番１５地 先

9-181 寺 町 ２ ４ 号 線 
富 山 市 寺 町 字 川 原 田 ７０５番６地先

富 山 市 寺 町 字 川 原 田 ５６６番６地先

9-182 寺 町 ２ ５ 号 線 
富 山 市 寺 町 字 川 原 田 ７０５番１０地 先

富 山 市 寺 町 字 川 原 田 ５６６番３地先

9-183 寺 町 ２ ６ 号 線 
富 山 市 寺 町 字 前 田 １４６４番１１地 先

富 山 市 寺 町 字 前 田 １４９５番８地 先
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図面対照 

番 号 
路 線 名 

起         点 

終         点 

16-477 米 田 ３ ５ 号 線 
富 山 市 米 田 町 二 丁 目 ３５８番８地先

富 山 市 米 田 町 二 丁 目 ３４８番２５地 先

16-478 米 田 ３ ６ 号 線 
富 山 市 米 田 町 二 丁 目 ３４８番１９地 先

富 山 市 米 田 町 二 丁 目 ３４８番３３地 先

17-200 千成町１６号線 
富 山 市 千 成 町 ９６番１７地先

富 山 市 千 成 町 ２９番１０地先

17-249 千成町１８号線 
富 山 市 千 成 町 ３９番１９２地 先

富 山 市 千 成 町 ２ ９ 番 ９ 地 先

17-250 千成町１９号線 
富 山 市 千 成 町 ２９番１１地先

富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ２ ６ 地 先

17-251 千成町２０号線 
富 山 市 千 成 町 ２９番２３地先

富 山 市 下冨居字稲荷割 １ 番 ３ ０ 地 先

18-358 中 島 ４ ３ 号 線 
富 山 市 中島二丁目字二番割 ２ 番 ２ １ 地 先

富 山 市 中島二丁目字二番割 ２ 番 １ ６ 地 先

19-430 新 庄 ３ ３ 号 線 
富 山 市 新庄町字鬮田割 ５ 番 ２ ３ 地 先

富 山 市 新庄町字観音寺割 ７ 番 １ ３ 地 先

19-565 向新庄６７号線 
富 山 市 向新庄町七丁目 １０８４番４地 先

富 山 市 向新庄町七丁目 １０８９番６地 先

19-566 向新庄６８号線 
富 山 市 向新庄町七丁目 １０２９番２地 先

富 山 市 向新庄町七丁目 １０２９番１地 先

19-567 上飯野３７号線 
富 山 市 上飯野字正源田 ２９番１３地先

富 山 市 上飯野字正源田 ２ ９ 番 ８ 地 先

19-568 上飯野３８号線 
富 山 市 上飯野字正源田 ２ ９ 番 ４ 地 先

富 山 市 上飯野字正源田 ２９番１０地先

20-266 大 島 １ ４ 号 線 
富 山 市 大 島 二 丁 目 ３６５番１５地 先

富 山 市 藤 木 ２８６７番１０地 先
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図面対照 

番 号 
路 線 名 

起         点 

終         点 

20-435 藤 木 ８ ４ 号 線 
富 山 市 藤 木 ３０５１番地先

富 山 市 藤 木 ２８５８番１３地 先

20-436 藤 木 ８ ５ 号 線 
富 山 市 藤 木 ２８６７番４地 先

富 山 市 大 島 二 丁 目 ３６１番３地先

20-437 藤 木 ８ ６ 号 線 
富 山 市 藤 木 ２８５８番８地 先

富 山 市 藤 木 ２８５８番１２地 先

20-438 藤 木 ８ ７ 号 線 
富 山 市 藤 木 ２８６７番１４地 先

富 山 市 藤 木 ２８５８番２２地 先

20-439 町 新 １ ９ 号 線 
富 山 市 町 新 ２ １ 番 １ 地 先

富 山 市 町 新 ２ １ 番 ７ 地 先

22-673 町 村 ３ ８ 号 線 
富 山 市 町 村 二 丁 目 ２２３番１地先

富 山 市 町 村 二 丁 目 ２２３番３地先

22-674 山 室 ５ ８ 号 線 
富 山 市 公文名字西田割 １ ６ 番 ４ 地 先

富 山 市 山 室 字 西 田 割 １８１番８地先

23-448 大泉１区南部９号線 
富 山 市 大泉字中野坪割 ３０５番３地先

富 山 市 大泉字中野坪割 ３７４番８地先

23-493 本郷町５区２１号線 
富 山 市 本郷町字水懸割 １２５番１地先

富 山 市 本郷町字水懸割 １５６番２４地 先

23-494 本郷町５区２２号線 
富 山 市 本郷町字水懸割 １１２番１０地 先

富 山 市 本郷町字水懸割 １１２番１２地 先

25-225 西荒屋２８号線 
富 山 市 上八日町字中総割 １ 番 ３ 地 先

富 山 市 西 荒 屋 ５８番１１地先

29-694 水橋辻ヶ堂１９号線 
富 山 市 水橋辻ヶ堂字鍬柄新 １２７５番１９５ 地 先

富 山 市 水橋辻ヶ堂字鍬柄新 １２７５番１９１ 地 先

29-695 水橋辻ヶ堂２０号線 
富 山 市 水橋辻ヶ堂字鍬柄新 １２７５番３４地 先

富 山 市 水橋辻ヶ堂字鍬柄新 １２７５番１９０ 地 先

  

- 183 -
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番 号 
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終         点 

30-313 堀川西３１３号線 
富 山 市 今 泉 西 部 町 ３ 番 １ ９ 地 先

富 山 市 今 泉 西 部 町 ３ 番 １ ７ 地 先

30-314 堀川西３１４号線 
富 山 市 今 泉 西 部 町 ４ 番 ３ 地 先

富 山 市 今 泉 西 部 町 ４ 番 ２ ３ 地 先

52-430 若草町街区１号線 
富 山 市 下大久保字八番割 ３２２０番１０地 先

富 山 市 下大久保字八番割 ３３８９番１地 先

52-1467 下大久保２３号線 
富 山 市 下大久保字四番割 １４８０番１７地 先

富 山 市 下大久保字四番割 １４８０番１４地 先

52-1468 下大久保２４号線 
富 山 市 下大久保字四番割 １４９６番４地 先

富 山 市 下大久保字四番割 １４８０番１４地 先

52-1469 下大久保２５号線 
富 山 市 下大久保字十番割 ２３９３番１２地 先

富 山 市 下大久保字十番割 ２３７５番４５地 先

52-1470 下大久保２６号線 
富 山 市 下大久保字三番割 １７３６番２０地 先

富 山 市 下大久保字四番割 １６２８番４地 先

52-1471 下大久保２７号線 
富 山 市 下大久保字三番割 １７３６番２０地 先

富 山 市 下大久保字四番割 １６２８番１３地 先

52-1472 下大久保２８号線 
富 山 市 下大久保字四番割 １６２８番１１地 先

富 山 市 下大久保字四番割 １６２８番１３地 先
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市道廃止調書 

図面対照 

番 号 
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起         点 

終         点 

17-200 千成町１６号線 
富 山 市 下冨居字稲荷割 ９６番１７地先

富 山 市 下冨居字稲荷割 ９６番１３地先

19-430 新庄３３号線 
富 山 市 新庄町字鬮田割 ５ 番 ２ ３ 地 先

富 山 市 新庄町字観音時割 ７ 番 ７ 地 先

20-266 大島１４号線 
富 山 市 大 島 二 丁 目 ３６５－１５番 地 先

富 山 市 大 島 二 丁 目 ３６５－２０番 地 先

23-448 大泉１区南部９号線 
富 山 市 大泉字中野坪割 ３０５－３番 地 先

富 山 市 大泉字中野坪割 ３０５－１番 地 先

27-61 月見町４３号線 
富 山 市 月 見 町 ５ 丁 目 ５ 番 地 先

富 山 市 月 見 町 ５ 丁 目 ７ 番 地 先

52-430 若草町街区１号線 
富 山 市 下大久保字八番割 ３２２２番１地 先

富 山 市 下大久保字八番割 ３４１２番９地 先
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